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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技を行い、遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機であって、 
　前記有利状態に制御するか否かを決定する事前決定手段と、 
　前記事前決定手段による決定結果に基づいて、複数種類の特定演出のうちのいずれかを
決定する特定演出決定手段と、 
　前記特定演出決定手段による決定結果に基づいて、前記特定演出を示す特定演出情報を
予め定められた最大数まで段階的に増加させながら表示し、所定の段階で表示されている
特定演出情報の中から、前記特定演出決定手段によって決定された前記特定演出を示す特
定演出情報を決定表示する演出である決定表示演出を実行する決定表示演出実行手段と、
　前記決定表示演出実行手段による前記決定表示演出の実行後、前記特定演出決定手段に
よって決定された前記特定演出を実行する特定演出実行手段と、
　を備え、 
　前記特定演出決定手段は、前記事前決定手段によって前記有利状態に制御すると決定さ
れている場合、前記複数種類の特定演出のうちの第１特定演出を、該第１特定演出とは異
なる第２特定演出よりも高い割合で決定し、 
　前記決定表示演出実行手段は、第１特定段階で第１特定演出を示す特定演出情報を表示
した場合に、前記第１特定段階よりも後の第２特定段階では前記第２特定演出を示す特定
演出情報を表示せず、
　前記特定演出の種類に応じて前記有利状態に制御される割合が異なる、
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　ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記決定表示演出実行手段は、前記第２特定演出を示す特定演出情報を前記第１特定演
出を示す特定演出情報に変更可能であることを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技を行い、遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　遊技機として、遊技球などの遊技媒体を発射装置によって遊技領域に発射し、遊技領域
に設けられている入賞口などの入賞領域に遊技媒体が入賞すると、所定個の賞球といった
景品遊技媒体が遊技者に払い出されるものがある。さらに、所定の入賞領域に遊技媒体が
入賞する（始動条件が成立する）と識別情報を可変表示（「変動」ともいう）可能な可変
表示装置が設けられ、可変表示装置において識別情報の可変表示の表示結果が特定表示結
果（大当り図柄）となった場合に遊技者にとって有利な有利状態（大当り遊技状態）に制
御可能になるように構成されたものがある。
【０００３】
　このような遊技機としては、可変表示における演出を複数用意し、これら複数の演出の
選択肢を表示するとともに、複数の演出の中から１つを選択して、その演出を実行するも
のがある（例えば特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－３４６０２９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来の遊技機では、複数の演出の選択肢が表示されるタイミングが一定
であり、興趣を欠いていた。また、大当り遊技状態となる可能性（大当り信頼度）が高い
演出の選択肢が表示された後に、大当り信頼度が低い演出の選択肢が追加表示されると、
演出上では大当り信頼度の低下をもたらすことになり、興趣を欠いていた。
【０００６】
　この発明は、上記実状に鑑みてなされたものであり、興趣の低下を防止する遊技機を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
（１）上記目的を達成するため、本願の第１の観点に係る遊技機は、
　遊技を行い、遊技者にとって有利な有利状態（例えば大当り遊技状態など）に制御可能
な遊技機（例えばパチンコ遊技機１など）であって、 
　前記有利状態に制御するか否かを決定する事前決定手段（例えばステップＳ１１０の処
理を実行するＣＰＵ１０３など）と、 
　前記事前決定手段による決定結果に基づいて、複数種類の特定演出（例えば、リーチ演
出）のうちのいずれかを決定する特定演出決定手段（例えばステップＳ１１１の処理を実
行するＣＰＵ１０３など）と、 
　前記特定演出決定手段による決定結果に基づいて、前記特定演出を示す特定演出情報（
例えば、リーチパターンに応じたキャラクタ）を予め定められた最大数まで段階的に増加
させながら表示し、所定の段階で表示されている特定演出情報の中から、前記特定演出決
定手段によって決定された前記特定演出を示す特定演出情報を決定表示する演出である決
定表示演出を実行する決定表示演出実行手段（例えばステップＳ７７１～Ｓ７７５及びス



(3) JP 5856582 B2 2016.2.10

10

20

30

40

50

テップＳ８０８の処理を実行する演出制御用ＣＰＵ１２０など）と、 
　前記決定表示演出実行手段による前記決定表示演出の実行後、前記特定演出決定手段に
よって決定された前記特定演出を実行する特定演出実行手段（例えばステップＳ８１１の
処理を実行する演出制御用ＣＰＵ１２０など）と、 
　を備え、 
　前記特定演出決定手段は、前記事前決定手段によって前記有利状態に制御すると決定さ
れている場合、前記複数種類の特定演出のうちの第１特定演出を、該第１特定演出とは異
なる第２特定演出よりも高い割合で決定し、 
　前記決定表示演出実行手段は、第１特定段階で第１特定演出を示す特定演出情報を表示
した場合に、前記第１特定段階よりも後の第２特定段階では前記第２特定演出を示す特定
演出情報を表示せず（例えば、図１３のルーレット演出パターンデータを用いたステップ
Ｓ８０８における演出制御用ＣＰＵ１２０の処理など）、
　前記特定演出の種類に応じて前記有利状態に制御される割合が異なる、
　ことを特徴とする。
【０００８】
　このような構成によれば、第１の段階で表示された特定演出情報に応じて、その後の第
２の段階で表示される特定演出情報が制限されるため、前の段階よりも後の段階で大当り
信頼度等が低下することによる興趣の低下を防止することができる。
【００１０】
　また、このような構成によれば、第１特定段階で第１特定演出を示す特定演出情報を表
示した場合には、その後の第２特定段階では第１特定演出を示す特定演出情報よりも大当
り信頼度等が低い第２特定演出を示す特定演出情報が表示されないため、前の段階よりも
後の段階で大当り信頼度等が低下することによる興趣の低下を防止することができる。
（２）上記（１）の遊技機において、
　前記決定表示演出実行手段は、前記第２特定演出を示す特定演出情報を前記第１特定演
出を示す特定演出情報に変更可能であるようにしてもよい（例えば、図１５において、可
変表示演出の所定の再開回において所定のキャラクタを、その所定のキャラクタに対応す
るリーチパターンよりも大当り信頼度の高いリーチパターンに対応するキャラクタに変更
するようにルーレット演出パターンデータが設定されており、図１５のルーレット演出パ
ターンデータを用いたステップＳ８０８における演出制御用ＣＰＵ１２０の処理が行われ
ることなど）。
【００１１】
（３）上記（１）の遊技機において、 
　前記特定演出決定手段は、前記事前決定手段によって前記有利状態に制御すると決定さ
れている場合、前記複数種類の特定演出のうちの第１特定演出を、該第１特定演出とは異
なる第２特定演出よりも高い割合で決定し、 
　前記決定表示演出実行手段は、前記第１特定段階で第１特定演出を示す特定演出情報を
表示した場合には、前記第１特定段階で第１特定演出を示す特定演出情報を表示しなかっ
た場合よりも、前記第２特定段階で追加する特定演出情報の数を少なくする（例えば、図
１４のルーレット演出パターンデータを用いたステップＳ８０８における演出制御用ＣＰ
Ｕ１２０の処理など）ようにしてもよい。
【００１２】
　このような構成によれば、第１特定段階で第１特定演出を示す特定演出情報を表示した
場合には、その後の第２特定段階では、追加する第２特定演出を示す特定演出情報の数が
少なくなるため、前の段階よりも後の段階で大当り信頼度等が低下することによる興趣の
低下を防止することができる。
【００１３】
（４）上記（１）の遊技機において、 
　前記特定演出決定手段は、前記事前決定手段によって前記有利状態に制御すると決定さ
れている場合、前記複数種類の特定演出のうちの第１特定演出を、該第１特定演出とは異
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なる第２特定演出よりも高い割合で決定し、 
　前記決定表示演出実行手段は、前記第１特定段階で第１特定演出を示す特定演出情報を
表示した場合に、前記第２特定段階では特定演出情報を増加させない（例えば、図１５の
ルーレット演出パターンデータを用いたステップＳ８０８における演出制御用ＣＰＵ１２
０の処理など）ようにしてもよい。
【００１４】
　このような構成によれば、第１特定段階で第１特定演出を示す特定演出情報を表示した
場合には、その後の第２特定段階では、特定演出情報が増加しないため、前の段階よりも
後の段階で大当り信頼度等が低下することによる興趣の低下を防止することができる。
【００１５】
（５）上記（１）～（４）の何れかの遊技機において、 
　前記特定演出決定手段は、前記事前決定手段によって前記有利状態に制御すると決定さ
れている場合、前記複数種類の特定演出のうちの第１特定演出を、該第１特定演出とは異
なる第２特定演出よりも高い割合で決定し、 
　前記決定表示演出実行手段は、前記第１特定段階で第１特定演出を示す特定演出情報と
第２特定演出を示す特定演出情報とを表示した場合に、前記第２特定段階で前記第２特定
演出を示す特定演出情報を前記第１特定演出を示す特定演出情報に変更する（例えば、図
１５のルーレット演出パターンデータを用いたステップＳ８０８における演出制御用ＣＰ
Ｕ１２０の処理など）ようにしてもよい。
【００１６】
　このような構成によれば、第１特定段階で第１特定演出を示す特定演出情報を表示した
場合には、その後の第２特定段階では、第２特定演出を示す特定演出情報が第１特定演出
を示す特定演出情報に変更されるため、前の段階よりも後の段階で大当り信頼度等が低下
することによる興趣の低下を防止することができる。
【００１７】
（６）上記（１）から（５）のいずれかの遊技機において、
　前記決定表示演出実行手段は、前記特定演出決定手段による決定結果に基づいて、前記
特定演出を示す特定演出情報を表示する前に、表示する特定演出情報の数と組み合わせと
を決定する（例えば、ステップＳ７７５における演出制御用ＣＰＵ１２０の処理など）よ
うにしてもよい。
【００１８】
　このような構成によれば、特定演出情報の表示に先立って、表示する特定演出情報の数
と組み合わせとが決定されることで、特定演出の選択肢が提示されて遊技者の注目を集め
て、興趣を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】この実施の形態におけるパチンコ遊技機の正面図である。
【図２】パチンコ遊技機に搭載された各種の制御基板などを示す構成図である。
【図３】変動パターンを例示する図である。
【図４】特別図柄プロセス処理の一例を示すフローチャートである。
【図５】始動入賞判定処理の一例を示すフローチャートである。
【図６】特別図柄通常処理の一例を示すフローチャートである。
【図７】特図表示結果決定テーブルの構成例を示す図である。
【図８】大当り種別決定テーブルの構成例を示す図である。
【図９】変動パターン設定処理の一例を示すフローチャートである。
【図１０】演出制御プロセス処理を示すフローチャートである。
【図１１】可変表示開始設定処理の一例を示すフローチャートである。
【図１２】ルーレット演出実行設定処理の一例を示すフローチャートである。
【図１３】ルーレット演出パターンテーブルの構成例を示す図である。
【図１４】ルーレット演出パターンテーブルの構成例を示す図である。
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【図１５】ルーレット演出パターンテーブルの構成例を示す図である。
【図１６】ルーレット演出実行処理の一例を示すフローチャートである。
【図１７】画像表示装置における表示動作例を示す図である。
【図１８】画像表示装置における表示動作例を示す図である。
【図１９】画像表示装置における表示動作例を示す図である。
【図２０】画像表示装置における表示動作例を示す図である。
【図２１】画像表示装置における表示動作例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、図面を参照しつつ、本発明の一実施形態を詳細に説明する。図１は、本実施の形
態におけるパチンコ遊技機の正面図であり、主要部材の配置レイアウトを示す。パチンコ
遊技機（遊技機）１は、大別して、遊技盤面を構成する遊技盤（ゲージ盤）２と、遊技盤
２を支持固定する遊技機用枠（台枠）３とから構成されている。遊技盤２には、ガイドレ
ールによって囲まれた、ほぼ円形状の遊技領域が形成されている。この遊技領域には、遊
技媒体としての遊技球が、所定の打球発射装置から発射されて打ち込まれる。
【００２１】
　遊技盤２の所定位置（図１に示す例では、遊技領域の右側方）には、第１特別図柄表示
装置４Ａと、第２特別図柄表示装置４Ｂとが設けられている。第１特別図柄表示装置４Ａ
と第２特別図柄表示装置４Ｂはそれぞれ、例えば７セグメントやドットマトリクスのＬＥ
Ｄ（発光ダイオード）等から構成され、可変表示ゲームの一例となる特図ゲームにおいて
、各々を識別可能な複数種類の識別情報（特別識別情報）である特別図柄（「特図」とも
いう）が、変動可能に表示（可変表示）される。例えば、第１特別図柄表示装置４Ａと第
２特別図柄表示装置４Ｂはそれぞれ、「０」～「９」を示す数字や「－」を示す記号等か
ら構成される複数種類の特別図柄を可変表示する。なお、第１特別図柄表示装置４Ａや第
２特別図柄表示装置４Ｂにおいて表示される特別図柄は、「０」～「９」を示す数字や「
－」を示す記号等から構成されるものに限定されず、例えば７セグメントのＬＥＤにおい
て点灯させるものと消灯させるものとの組合せを異ならせた複数種類の点灯パターンが、
複数種類の特別図柄として予め設定されていればよい。
【００２２】
　複数種類の特別図柄には、それぞれに対応した図柄番号が付されている。一例として、
「０」～「９」を示す数字それぞれには、「０」～「９」の図柄番号が付され、「－」を
示す記号には、「１０」の図柄番号が付されていればよい。以下では、第１特別図柄表示
装置４Ａにおいて可変表示される特別図柄を「第１特図」ともいい、第２特別図柄表示装
置４Ｂにおいて可変表示される特別図柄を「第２特図」ともいう。
【００２３】
　第１特別図柄表示装置４Ａと第２特別図柄表示装置４Ｂはともに、例えば方形状に形成
されている。なお、第１特図の種類と第２特図の種類は同じ（例えば、ともに「０」～「
９」を示す数字、及び、「－」を示す記号）であってもよいし、種類が異なっていてもよ
い。また、第１特別図柄表示装置４Ａと第２特別図柄表示装置４Ｂはそれぞれ、例えば「
００」～「９９」を示す数字（あるいは２桁の記号）を可変表示するように構成されてい
てもよい。
【００２４】
　遊技盤２における遊技領域の中央付近には、画像表示装置５が設けられている。画像表
示装置５は、例えばＬＣＤ（液晶表示装置）等から構成され、各種の演出画像を表示する
表示領域を形成している。画像表示装置５の表示領域では、特図ゲームにおける第１特別
図柄表示装置４Ａによる第１特図の可変表示や第２特別図柄表示装置４Ｂによる第２特図
の可変表示のそれぞれに対応して、例えば３つといった複数の可変表示部となる飾り図柄
表示エリアにて、各々を識別可能な複数種類の識別情報（装飾識別情報）である飾り図柄
が可変表示される。この飾り図柄の可変表示も、可変表示ゲームに含まれる。
【００２５】
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　一例として、画像表示装置５の表示領域には、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示
エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒが配置されている。そして、特図ゲームにおいて第１特別図柄表
示装置４Ａにおける第１特図の変動と第２特別図柄表示装置４Ｂにおける第２特図の変動
のうち、いずれかが開始されることに対応して、「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表
示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにおいて飾り図柄の変動（例えば上下方向のスクロール表示）
が開始される。その後、特図ゲームにおける可変表示結果として確定特別図柄が停止表示
されるときに、画像表示装置５における「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア
５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにて、飾り図柄の可変表示結果となる確定飾り図柄（最終停止図柄）が
停止表示される。
【００２６】
　このように、画像表示装置５の表示領域では、第１特別図柄表示装置４Ａにおける第１
特図を用いた特図ゲーム、または、第２特別図柄表示装置４Ｂにおける第２特図を用いた
特図ゲームと同期して、各々が識別可能な複数種類の飾り図柄の可変表示を行い、可変表
示結果となる最終停止図柄を導出表示（あるいは単に「導出」ともいう）する。なお、例
えば特別図柄や飾り図柄といった、各種の表示図柄を導出表示するとは、飾り図柄等の識
別情報を停止表示（完全停止表示や最終停止表示ともいう）して可変表示を終了させるこ
とである。これに対して、飾り図柄の可変表示を開始してから可変表示結果となる最終停
止図柄が導出表示されるまでの可変表示中には、飾り図柄の変動速度が「０」となって、
飾り図柄が停留して表示され、例えば微少な揺れや伸縮などを生じさせる表示状態となる
ことがある。このような表示状態は、仮停止表示ともいい、可変表示における表示結果が
確定的に表示されていないものの、スクロール表示や更新表示による飾り図柄の変動が進
行していないことを遊技者が認識可能となる。なお、仮停止表示には、微少な揺れや伸縮
なども生じさせず、所定時間（例えば１秒間）よりも短い時間だけ、飾り図柄を完全停止
表示することなどが含まれてもよい。
【００２７】
　「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにて可変表示される
飾り図柄には、例えば８種類の図柄（英数字「１」～「８」あるいは漢数字や、英文字、
所定のモチーフに関連する８個のキャラクタ画像、数字や文字あるいは記号とキャラクタ
画像との組合せなどであればよく、キャラクタ画像は、例えば人物や動物、これら以外の
物体、もしくは、文字などの記号、あるいは、その他の任意の図形を示す飾り画像であれ
ばよい）で構成される。飾り図柄のそれぞれには、対応する図柄番号が付されている。例
えば、「１」～「８」を示す英数字それぞれに対して、「１」～「８」の図柄番号が付さ
れている。なお、飾り図柄は８種類に限定されず、大当り組合せやハズレとなる組合せな
ど適当な数の組合せを構成可能であれば、何種類であってもよい（例えば７種類や９種類
など）。
【００２８】
　飾り図柄の可変表示が開始された後、可変表示結果となる最終停止図柄が導出表示され
るまでには、「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにおいて
、例えば図柄番号が小さいものから大きいものへと順次に上方から下方へと流れるような
スクロール表示が行われ、図柄番号が最大（例えば「８」）である飾り図柄が表示される
と、続いて図柄番号が最小（例えば「１」）である飾り図柄が表示される。あるいは、飾
り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒのうち少なくともいずれか１つ（例えば「左」の飾り
図柄表示エリア５Ｌなど）において、図柄番号が大きいものから小さいものへとスクロー
ル表示を行って、図柄番号が最小である飾り図柄が表示されると、続いて図柄番号が最大
である飾り図柄が表示されるようにしてもよい。
【００２９】
　画像表示装置５の表示領域には、始動入賞記憶表示エリア５Ｈが配置されている。始動
入賞記憶表示エリア５Ｈでは、特図ゲームに対応した可変表示の保留数（特図保留記憶数
）を特定可能に表示する保留記憶表示が行われる。ここで、特図ゲームに対応した可変表
示の保留は、普通入賞球装置６Ａが形成する第１始動入賞口や、普通可変入賞球装置６Ｂ
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が形成する第２始動入賞口を、遊技球が通過（進入）することによる始動入賞に基づいて
発生する。すなわち、特図ゲームや飾り図柄の可変表示といった可変表示ゲームを実行す
るための始動条件（「実行条件」ともいう）は成立したが、先に成立した開始条件に基づ
く可変表示ゲームが実行中であることやパチンコ遊技機１が大当り遊技状態に制御されて
いることなどにより、可変表示ゲームの開始を許容する開始条件が成立していないときに
、成立した始動条件に対応する可変表示の保留が行われる。
【００３０】
　図１に示す例では、始動入賞記憶表示エリア５Ｈとともに、第１特別図柄表示装置４Ａ
及び第２特別図柄表示装置４Ｂの上部に、特図保留記憶数を特定可能に表示するための第
１保留表示器２５Ａと第２保留表示器２５Ｂとが設けられている。第１保留表示器２５Ａ
は、第１特図保留記憶数を特定可能に表示する。第２保留表示器２５Ｂは、第２特図保留
記憶数を特定可能に表示する。第１特図保留記憶数は、第１特図を用いた特図ゲームの実
行が保留されている記憶数である。第２特図保留記憶数は、第２特図を用いた特図ゲーム
の実行が保留されている記憶数である。第１特図保留記憶数と第２特図保留記憶数とを加
算した可変表示の保留記憶数は、特に、合計保留記憶数ともいう。単に「特図保留記憶数
」というときには、通常、第１特図保留記憶数、第２特図保留記憶数及び合計保留記憶数
のいずれも含む概念を指すが、特に、これらの一部（例えば第１特図保留記憶数と第２特
図保留記憶数を含む一方で合計保留記憶数は除く概念）を指すこともあるものとする。
【００３１】
　画像表示装置５の下方には、普通入賞球装置６Ａと、普通可変入賞球装置６Ｂとが設け
られている。普通入賞球装置６Ａは、例えば所定の玉受部材によって常に一定の開放状態
に保たれる始動領域（第１始動領域）としての第１始動入賞口を形成する。普通可変入賞
球装置６Ｂは、図２に示す普通電動役物用となるソレノイド８１によって、垂直位置とな
る通常開放状態と傾動位置となる拡大開放状態とに変化する一対の可動翼片を有する電動
チューリップ型役物（普通電動役物）を備え、始動領域（第２始動領域）第２始動入賞口
を形成する。
【００３２】
　一例として、普通可変入賞球装置６Ｂでは、普通電動役物用のソレノイド８１がオフ状
態であるときに可動翼片が垂直位置となることにより、遊技球が第２始動入賞口を通過（
進入）しがたい通常開放状態となる。その一方で、普通可変入賞球装置６Ｂでは、普通電
動役物用のソレノイド８１がオン状態であるときに可動翼片が傾動位置となる傾動制御に
より、遊技球が第２始動入賞口を通過（進入）しやすい拡大開放状態となる。なお、普通
可変入賞球装置６Ｂは、通常開放状態であるときでも、第２始動入賞口には遊技球が進入
可能であるものの、拡大開放状態であるときよりも遊技球が進入する可能性が低くなるよ
うに構成してもよい。あるいは、普通可変入賞球装置６Ｂは、通常開放状態において、例
えば第２始動入賞口を閉鎖することなどにより、第２始動入賞口には遊技球が進入しない
ように構成してもよい。このように、第２始動領域としての第２始動入賞口は、遊技球が
通過（進入）しやすい拡大開放状態と、遊技球が通過（進入）しにくいまたは通過（進入
）できない通常開放状態とに変化する。
【００３３】
　普通入賞球装置６Ａに形成された第１始動入賞口を通過（進入）した遊技球は、例えば
図２に示す第１始動口スイッチ２２Ａによって検出される。普通可変入賞球装置６Ｂに形
成された第２始動入賞口を通過（進入）した遊技球は、例えば図２に示す第２始動口スイ
ッチ２２Ｂによって検出される。第１始動口スイッチ２２Ａによって遊技球が検出された
ことに基づき、所定個数（例えば３個）の遊技球が賞球として払い出され、第１特図保留
記憶数が所定の上限値（例えば「４」）以下であれば、第１始動条件が成立する。第２始
動口スイッチ２２Ｂによって遊技球が検出されたことに基づき、所定個数（例えば３個）
の遊技球が賞球として払い出され、第２特図保留記憶数が所定の上限値（例えば「４」）
以下であれば、第２始動条件が成立する。なお、第１始動口スイッチ２２Ａによって遊技
球が検出されたことに基づいて払い出される賞球の個数と、第２始動口スイッチ２２Ｂに
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よって遊技球が検出されたことに基づいて払い出される賞球の個数は、互いに同一の個数
であってもよいし、異なる個数であってもよい。
【００３４】
　普通入賞球装置６Ａと普通可変入賞球装置６Ｂの下方には、特別可変入賞球装置７が設
けられている。特別可変入賞球装置７は、図２に示す大入賞口扉用となるソレノイド８２
によって開閉駆動される大入賞口扉を備え、その大入賞口扉によって開放状態と閉鎖状態
とに変化する特定領域としての大入賞口を形成する。
【００３５】
　一例として、特別可変入賞球装置７では、大入賞口扉用のソレノイド８２がオフ状態で
あるときに大入賞口扉が大入賞口を閉鎖状態として、遊技球が大入賞口を通過（進入）で
きなくする。その一方で、特別可変入賞球装置７では、大入賞口扉用のソレノイド８２が
オン状態であるときに大入賞口扉が大入賞口を開放状態として、遊技球が大入賞口を通過
（進入）しやすくする。このように、特定領域としての大入賞口は、遊技球が通過（進入
）しやすく遊技者にとって有利な開放状態と、遊技球が通過（進入）できず遊技者にとっ
て不利な閉鎖状態とに変化する。なお、遊技球が大入賞口を通過（進入）できない閉鎖状
態に代えて、あるいは閉鎖状態の他に、遊技球が大入賞口を通過（進入）しにくい一部開
放状態を設けてもよい。
【００３６】
　大入賞口を通過（進入）した遊技球は、例えば図２に示すカウントスイッチ２３によっ
て検出される。カウントスイッチ２３によって遊技球が検出されたことに基づき、所定個
数（例えば１５個）の遊技球が賞球として払い出される。こうして、特別可変入賞球装置
７において開放状態となった大入賞口を遊技球が通過（進入）したときには、例えば第１
始動入賞口や第２始動入賞口といった、他の入賞口を遊技球が通過（進入）したときより
も多くの賞球が払い出される。したがって、特別可変入賞球装置７において大入賞口が開
放状態となれば、その大入賞口に遊技球が進入可能となり、遊技者にとって有利な第１状
態となる。その一方で、特別可変入賞球装置７において大入賞口が閉鎖状態となれば、大
入賞口に遊技球を通過（進入）させて賞球を得ることが不可能または困難になり、遊技者
にとって不利な第２状態となる。
【００３７】
　遊技盤２の所定位置（図１に示す例では、遊技領域の左側方）には、普通図柄表示器２
０が設けられている。一例として、普通図柄表示器２０は、第１特別図柄表示装置４Ａや
第２特別図柄表示装置４Ｂと同様に７セグメントやドットマトリクスのＬＥＤ等から構成
され、特別図柄とは異なる複数種類の識別情報である普通図柄（「普図」あるいは「普通
図」ともいう）を変動可能に表示（可変表示）する。このような普通図柄の可変表示は、
普図ゲーム（「普通図ゲーム」ともいう）と称される。
【００３８】
　普通図柄表示器２０の上方には、普図保留表示器２５Ｃが設けられている。普図保留表
示器２５Ｃは、例えば４個のＬＥＤを含んで構成され、通過ゲート４１を通過した有効通
過球数としての普図保留記憶数を表示する。
【００３９】
　遊技盤２の表面には、上記の構成以外にも、遊技球の流下方向や速度を変化させる風車
及び多数の障害釘が設けられている。また、第１始動入賞口、第２始動入賞口及び大入賞
口とは異なる入賞口として、例えば所定の玉受部材によって常に一定の開放状態に保たれ
る単一または複数の一般入賞口が設けられてもよい。この場合には、一般入賞口のいずれ
かに進入した遊技球が所定の一般入賞球スイッチによって検出されたことに基づき、所定
個数（例えば１０個）の遊技球が賞球として払い出されればよい。遊技領域の最下方には
、いずれの入賞口にも進入しなかった遊技球が取り込まれるアウト口が設けられている。
【００４０】
　遊技機用枠３の左右上部位置には、効果音等を再生出力するためのスピーカ８Ｌ、８Ｒ
が設けられており、さらに遊技領域周辺部には、遊技効果ランプ９が設けられている。パ
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チンコ遊技機１の遊技領域における各構造物（例えば普通入賞球装置６Ａ、普通可変入賞
球装置６Ｂ、特別可変入賞球装置７等）の周囲には、装飾用ＬＥＤが配置されていてもよ
い。遊技機用枠３の右下部位置には、遊技媒体としての遊技球を遊技領域に向けて発射す
るために遊技者等によって操作される打球操作ハンドル（操作ノブ）が設けられている。
例えば、打球操作ハンドルは、遊技者等による操作量（回転量）に応じて遊技球の弾発力
を調整する。打球操作ハンドルには、打球発射装置が備える発射モータの駆動を停止させ
るための単発発射スイッチや、タッチリング（タッチセンサ）が設けられていればよい。
【００４１】
　遊技領域の下方における遊技機用枠３の所定位置には、賞球として払い出された遊技球
や所定の球貸機により貸し出された遊技球を、打球発射装置へと供給可能に保持（貯留）
する上皿（打球供給皿）が設けられている。遊技機用枠３の下部には、上皿から溢れた余
剰球などを、パチンコ遊技機１の外部へと排出可能に保持（貯留）する下皿が設けられて
いる。
【００４２】
　下皿を形成する部材には、例えば下皿本体の上面における手前側の所定位置（例えば下
皿の中央部分）などに、遊技者が把持して傾倒操作が可能なスティックコントローラ３１
Ａが取り付けられている。スティックコントローラ３１Ａは、遊技者が把持する操作桿を
含み、操作桿の所定位置（例えば遊技者が操作桿を把持したときに操作手の人差し指が掛
かる位置など）には、トリガボタンが設けられている。トリガボタンは、遊技者がスティ
ックコントローラ３１Ａの操作桿を操作手（例えば左手など）で把持した状態において、
所定の操作指（例えば人差し指など）で押引操作することなどにより所定の指示操作がで
きるように構成されていればよい。操作桿の内部には、トリガボタンに対する押引操作な
どによる所定の指示操作を検知するトリガセンサが内蔵されていればよい。
【００４３】
　スティックコントローラ３１Ａの下部における下皿の本体内部などには、操作桿に対す
る傾倒操作を検知する傾倒方向センサユニットが設けられていればよい。例えば、傾倒方
向センサユニットは、パチンコ遊技機１と正対する遊技者の側からみて操作桿の中心位置
よりも左側で遊技盤２の盤面と平行に配置された２つの透過形フォトセンサ（平行センサ
対）と、この遊技者の側からみて操作桿の中心位置よりも右側で遊技盤２の盤面と垂直に
配置された２つの透過形フォトセンサ（垂直センサ対）とを組み合わせた４つの透過形フ
ォトセンサを含んで構成されていればよい。
【００４４】
　上皿を形成する部材には、例えば上皿本体の上面における手前側の所定位置（例えばス
ティックコントローラ３１Ａの上方）などに、遊技者が押下操作などにより所定の指示操
作を可能なプッシュボタン３１Ｂが設けられている。プッシュボタン３１Ｂは、遊技者か
らの押下操作などによる所定の指示操作を、機械的、電気的、あるいは、電磁的に、検出
できるように構成されていればよい。プッシュボタン３１Ｂの設置位置における上皿の本
体内部などには、プッシュボタン３１Ｂに対してなされた遊技者の操作行為を検知するプ
ッシュセンサが設けられていればよい。
【００４５】
　次に、パチンコ遊技機１における遊技の進行を概略的に説明する。パチンコ遊技機１で
は、遊技領域に設けられた通過ゲート４１を通過した遊技球が図２に示すゲートスイッチ
２１によって検出されたことといった、普通図柄表示器２０にて普通図柄の可変表示を実
行するための普図始動条件が成立した後に、例えば前回の普図ゲームが終了したこととい
った、普通図柄の可変表示を開始するための普図開始条件が成立したことに基づいて、普
通図柄表示器２０による普図ゲームが開始される。
【００４６】
　この普図ゲームでは、普通図柄の変動を開始させた後、普図変動時間となる所定時間が
経過すると、普通図柄の可変表示結果となる確定普通図柄を停止表示（導出表示）する。
このとき、確定普通図柄として、例えば「７」を示す数字といった、特定の普通図柄（普
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図当り図柄）が停止表示されれば、普通図柄の可変表示結果が「普図当り」となる。その
一方、確定普通図柄として、例えば「７」を示す数字以外の数字や記号といった、普図当
り図柄以外の普通図柄が停止表示されれば、普通図柄の可変表示結果が「普図ハズレ」と
なる。普通図柄の可変表示結果が「普図当り」となったことに対応して、普通可変入賞球
装置６Ｂを構成する電動チューリップの可動翼片が傾動位置となる拡大開放制御（傾動制
御）が行われ、所定時間が経過すると垂直位置に戻る通常開放制御が行われる。
【００４７】
　普通入賞球装置６Ａに形成された第１始動入賞口を通過（進入）した遊技球が図２に示
す第１始動口スイッチ２２Ａによって検出されたことなどにより第１始動条件が成立した
後に、例えば前回の特図ゲームや大当り遊技状態が終了したことなどにより第１開始条件
が成立したことに基づいて、第１特別図柄表示装置４Ａによる特図ゲームが開始される。
また、普通可変入賞球装置６Ｂに形成された第２始動入賞口を通過（進入）した遊技球が
図２に示す第２始動口スイッチ２２Ｂによって検出されたことなどにより第２始動条件が
成立した後に、例えば前回の特図ゲームや大当り遊技状態が終了したことなどにより第２
開始条件が成立したことに基づいて、第２特別図柄表示装置４Ｂによる特図ゲームが開始
される。
【００４８】
　第１特別図柄表示装置４Ａや第２特別図柄表示装置４Ｂによる特図ゲームでは、特別図
柄の可変表示を開始させた後、特図変動時間としての可変表示時間が経過すると、特別図
柄の可変表示結果となる確定特別図柄（特図表示結果）を導出表示する。このとき、確定
特別図柄として特定の特別図柄（大当り図柄）が停止表示されれば、特定表示結果として
の「大当り」となる。また、大当り図柄とは異なる特別図柄が確定特別図柄として停止表
示されれば「ハズレ」となる。
【００４９】
　特図ゲームでの可変表示結果が「大当り」になった後には、遊技者にとって有利なラウ
ンド（「ラウンド遊技」ともいう）を所定回数実行する特定遊技状態としての大当り遊技
状態に制御される。
【００５０】
　この実施の形態におけるパチンコ遊技機１では、一例として、「３」、「５」、「７」
の数字を示す特別図柄を大当り図柄とし、「－」の記号を示す特別図柄をハズレ図柄とし
ている。なお、第１特別図柄表示装置４Ａによる特図ゲームにおける大当り図柄やハズレ
図柄といった各図柄は、第２特別図柄表示装置４Ｂによる特図ゲームにおける各図柄とは
異なる特別図柄となるようにしてもよいし、双方の特図ゲームにおいて共通の特別図柄が
大当り図柄やハズレ図柄となるようにしてもよい。
【００５１】
　特図ゲームにおける確定特別図柄として大当り図柄が停止表示されて特定表示結果とし
ての「大当り」となった後、大当り遊技状態において、特別可変入賞球装置７の大入賞口
扉が、所定の上限時間（例えば２９秒間や０．１秒間）が経過するまでの期間あるいは所
定個数（例えば９個）の入賞球が発生するまでの期間にて、大入賞口を開放状態とする。
これにより、特別可変入賞球装置７を遊技者にとって有利な第１状態（開放状態）とする
ラウンドが実行される。
【００５２】
　ラウンドの実行中に大入賞口を開放状態とした大入賞口扉は、遊技盤２の表面を落下す
る遊技球を受け止め、その後に大入賞口を閉鎖状態とすることにより、特別可変入賞球装
置７を遊技者にとって不利な第２状態（閉鎖状態）に変化させて、１回のラウンドを終了
させる。大入賞口の開放サイクルであるラウンドは、その実行回数が所定の上限回数（例
えば「１５」など）に達するまで、繰り返し実行可能となっている。なお、ラウンドの実
行回数が上限回数に達する前であっても、所定条件の成立（例えば大入賞口に遊技球が入
賞しなかったことなど）により、ラウンドの実行が終了するようにしてもよい。
【００５３】
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　大当り遊技状態におけるラウンドのうち、特別可変入賞球装置７を遊技者にとって有利
な第１状態（開放状態）とする上限時間が比較的に長い時間（例えば２９秒など）となる
ラウンドは、通常開放ラウンドともいう。一方、特別可変入賞球装置７を第１状態（開放
状態）とする上限時間が比較的に短い時間（例えば０．１秒など）となるラウンドは、短
期開放ラウンドともいう。
【００５４】
　大当り図柄となる「３」、「５」、「７」の数字を示す特別図柄のうち、「３」、「７
」の数字を示す特別図柄は通常開放ラウンド大当り図柄となり、「５」の数字を示す特別
図柄は短期開放ラウンド大当り図柄となる。特図ゲームにおける確定特別図柄として通常
開放ラウンド大当り図柄が導出された後に制御される通常開放ラウンド特定遊技状態とし
ての大当り遊技状態（通常開放大当り状態）では、特別可変入賞球装置７の大入賞口扉が
、第１期間となる所定の上限時間（例えば２９秒間）が経過するまでの期間、あるいは所
定個数（例えば９個）の入賞球が発生するまでの期間にて大入賞口を開放状態とすること
により、特別可変入賞球装置７を遊技者にとって有利な第１状態（開放状態）に変化させ
るラウンドが実行される。なお、通常開放大当り状態は、第１特定遊技状態ともいう。
【００５５】
　特図ゲームにおける確定特別図柄として短期開放ラウンド大当り図柄が導出された後に
制御される短期開放ラウンド特定遊技状態としての大当り遊技状態（短期開放大当り状態
）では、各ラウンドで特別可変入賞球装置７を遊技者にとって有利な第１状態に変化させ
る上限時間（大入賞口扉により大入賞口を開放状態とする期間の上限）が、通常開放大当
り状態における第１期間よりも短い第２期間（例えば０．１秒間）となる。なお、短期開
放大当り状態では、大入賞口の開放期間が第２期間となるように制御されればよく、それ
以外の制御は通常開放大当り状態と同様に行われるようにしてもよい。あるいは、短期開
放大当り状態では、ラウンドの実行回数が、通常開放大当り状態における第１ラウンド数
（例えば「１５」）よりも少ない第２ラウンド数（例えば「２」）となるようにしてもよ
い。
【００５６】
　このような短期開放大当り状態では、大入賞口に遊技球が入賞すれば所定個数（例えば
１５個）の出玉（賞球）が得られる。しかし、大入賞口の開放期間は第２期間（０．１秒
間など）であって、非常に短い。そのため、短期開放大当り状態は実質的には出玉（賞球
）が得られない大当り遊技状態である。なお、短期開放大当り状態は、第２特定遊技状態
ともいう。
【００５７】
　また、短期開放ラウンド特定遊技状態としての大当り遊技状態は、通常開放ラウンド特
定遊技状態としての大当り遊技状態に比べて、大入賞口の開放期間が短いものに限定され
ず、例えば大入賞口の開放期間（上限時間）は短期開放ラウンド特定遊技状態と通常開放
ラウンド特定遊技状態とで同一である一方で、短期開放ラウンド特定遊技状態では大入賞
口を開放状態とする上限回数（例えば２回）が通常開放ラウンド特定遊技状態での上限回
数（例えば１５回）に比べて少なくなるものであってもよい。すなわち、短期開放ラウン
ド特定遊技状態としての大当り遊技状態は、各ラウンドで大入賞口を遊技球が通過（進入
）しやすい第１状態に変化させる期間が通常開放ラウンド特定遊技状態における第１期間
よりも短い第２期間となることと、ラウンドの実行回数が通常開放ラウンド特定遊技状態
における第１ラウンド数よりも少ない第２ラウンド数となることのうち、少なくともいず
れか一方となるものであればよい。
【００５８】
　画像表示装置５に設けられた「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ
、５Ｒでは、第１特別図柄表示装置４Ａにおける第１特図を用いた特図ゲームと、第２特
別図柄表示装置４Ｂにおける第２特図を用いた特図ゲームとのうち、いずれかの特図ゲー
ムが開始されることに対応して、飾り図柄の可変表示が開始される。そして、飾り図柄の
可変表示が開始されてから「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、
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５Ｒにおける最終停止図柄の停止表示により可変表示が終了するまでの期間では、飾り図
柄の可変表示状態が所定のリーチ状態となることがある。
【００５９】
　ここで、リーチ状態とは、画像表示装置５の表示領域にて停止表示された飾り図柄が大
当り組合せの一部を構成しているときに未だ停止表示されていない飾り図柄（「リーチ変
動図柄」ともいう）については変動が継続している表示状態、あるいは、全部又は一部の
飾り図柄が大当り組合せの全部又は一部を構成しながら同期して変動している表示状態の
ことである。具体的には、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５
Ｒにおける一部（例えば「左」及び「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｒなど）では予
め定められた大当り組合せを構成する飾り図柄（例えば「７」の英数字を示す飾り図柄）
が停止表示されているときに未だ停止表示していない残りの飾り図柄表示エリア（例えば
「中」の飾り図柄表示エリア５Ｃなど）では飾り図柄が変動している表示状態、あるいは
、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにおける全部又は一部
で飾り図柄が大当り組合せの全部又は一部を構成しながら同期して変動している表示状態
である。
【００６０】
　また、リーチ状態となったことに対応して、飾り図柄の変動速度を低下させたり、画像
表示装置５の表示領域に飾り図柄とは異なるキャラクタ画像（人物等を模した演出画像）
を表示させたり、背景画像の表示態様を変化させたり、飾り図柄とは異なる動画像を再生
表示させたり、飾り図柄の変動態様を変化させたりすることで、リーチ状態となる以前と
は異なる演出動作が実行される場合がある。このようなキャラクタ画像の表示や背景画像
の表示態様の変化、動画像の再生表示、飾り図柄の変動態様の変化といった演出動作を、
リーチ演出表示（あるいは単にリーチ演出）という。なお、リーチ演出には、画像表示装
置５における表示動作のみならず、スピーカ８Ｌ、８Ｒによる音声出力動作や、遊技効果
ランプ９などの発光体における点灯動作（点滅動作）などを、リーチ状態となる以前の動
作態様とは異なる動作態様とすることが、含まれていてもよい。
【００６１】
　リーチ演出における演出動作としては、互いに動作態様（リーチ態様）が異なる複数種
類の演出パターン（「リーチパターン」ともいう）が、予め用意されていればよい。そし
て、それぞれのリーチ態様では「大当り」となる可能性（「信頼度」あるいは「大当り信
頼度」ともいう）が異なる。すなわち、複数種類のリーチ演出のいずれが実行されるかに
応じて、可変表示結果が「大当り」となる可能性を異ならせることができる。
【００６２】
　一例として、この実施の形態では、ノーマルリーチＣ、スーパーリーチＢ、スーパーリ
ーチＡ、スーパーリーチＳといったリーチパターンが予め設定されている。そして、スー
パーリーチＢ、スーパーリーチＡ、スーパーリーチＳといったスーパーリーチのリーチパ
ターンが出現した場合には、ノーマルリーチＣのリーチパターンが出現した場合に比べて
、可変表示結果が「大当り」となる可能性（大当り信頼度）が高くなる。また、スーパー
リーチＢ、スーパーリーチＡ、スーパーリーチＳの順で大当り信頼度は高くなり、スーパ
ーリーチＳは、他のリーチパターンよりも非常に大きな大当り信頼度である。この実施の
形態では、ノーマルリーチＣは大当り信頼度１０％、スーパーリーチＢの大当り信頼度は
２０％、スーパーリーチＡの大当り信頼度は３０％、スーパーリーチＳの大当り信頼度は
７０％である。
【００６３】
　飾り図柄の可変表示中には、リーチ演出とは異なり、飾り図柄の可変表示状態がリーチ
状態となる可能性があることや、可変表示結果が「大当り」となる可能性があることなど
を、飾り図柄の可変表示態様などにより遊技者に報知するための可変表示演出が実行され
ることがある。この実施の形態では、「擬似連」という可変表示演出が実行可能である。
「擬似連」の可変表示演出は、主基板１１の側で変動パターンが決定されることなどに対
応して実行するか否かが決定されればよい。
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【００６４】
　「擬似連」の可変表示演出では、特図ゲームの第１開始条件と第２開始条件のいずれか
一方が１回成立したことに対応して、飾り図柄の可変表示が開始されてから可変表示結果
となる最終停止図柄が導出表示されるまでに、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エ
リア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにおける全部にて飾り図柄を一旦仮停止表示させた後、全部の飾り
図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにて飾り図柄を再び変動（擬似連変動）させる演出表示
を、所定回（例えば最大３回まで）行うことができる。擬似連変動の回数（擬似連回数）
は、飾り図柄の可変表示が開始されてから全部の飾り図柄が最初に一旦仮停止するまでの
初回変動を除く、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにおけ
る全部にて飾り図柄が再変動する回数である。
【００６５】
　「擬似連」の可変表示演出では、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ、
５Ｃ、５Ｒにて、例えば予め定められた複数種類の擬似連チャンス目のうちいずれかを構
成する飾り図柄が、所定表示結果として一旦は仮停止表示される。その後に、擬似連変動
（再可変表示）が行われる。この実施の形態では、「擬似連」の可変表示演出において、
擬似連変動（再変動）が１回～３回行われることにより、第１開始条件あるいは第２開始
条件が１回成立したことに基づき、飾り図柄の可変表示があたかも２回～４回続けて開始
されたかのように見せることができる。なお、「擬似連」の可変表示演出における擬似連
変動（再変動）の回数は、例えば４回や５回といった、１回～３回よりも多くの回数まで
実行できるようにしてもよい。
【００６６】
　飾り図柄の可変表示中には、リーチ演出あるいは「擬似連」などの可変表示演出とは異
なり、例えば所定の演出画像を表示することや、メッセージとなる画像表示や音声出力、
ランプ点灯などのように、飾り図柄の可変表示動作とは異なる演出動作により、飾り図柄
の可変表示状態がリーチ状態となる可能性があることや、スーパーリーチによるリーチ演
出が実行される可能性があること、可変表示結果が「大当り」となる可能性があることな
どを、遊技者に予め報知するための予告演出が実行されることがある。予告演出となる演
出動作は、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒの全部にて飾
り図柄の可変表示が開始されてから、飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態となるより前
（「左」及び「中」の飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃにて飾り図柄が仮停止表示されるよ
り前）に実行（開始）されるものであればよい。また、可変表示結果が「大当り」となる
可能性があることを報知する予告演出には、飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態となっ
た後に実行されるものが含まれていてもよい。
【００６７】
　特図ゲームにおける確定特別図柄として、ハズレ図柄となる特別図柄が停止表示（導出
）される場合には、飾り図柄の可変表示が開始されてから、飾り図柄の可変表示状態がリ
ーチ状態とならずに、所定の非リーチ組合せとなる最終停止図柄が停止表示されることが
ある。このような飾り図柄の可変表示態様は、可変表示結果が「ハズレ」となる場合にお
ける「非リーチ」（「通常ハズレ」ともいう）の可変表示態様と称される。
【００６８】
　特図ゲームにおける確定特別図柄として、ハズレ図柄となる特別図柄が停止表示（導出
）される場合には、飾り図柄の可変表示が開始されてから、飾り図柄の可変表示状態がリ
ーチ状態となったことに対応して、リーチ演出が実行された後に、あるいは、リーチ演出
が実行されずに、所定のリーチハズレ組合せとなる最終停止図柄が停止表示されることが
ある。このような飾り図柄の可変表示結果は、可変表示結果が「ハズレ」となる場合にお
ける「リーチ」（「リーチハズレ」ともいう）の可変表示態様と称される。
【００６９】
　特図ゲームにおける確定特別図柄として、通常開放ラウンド大当り図柄となる特別図柄
のうち、「３」の数字を示す特別図柄といった通常大当り図柄が停止表示される場合には
、飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態となったことに対応して、所定のリーチ演出が実
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行された後に、あるいは、リーチ演出が実行されずに、複数種類の大当り組合せのうち、
所定の通常大当り組合せ（「非確変大当り組合せ」ともいう）となる最終停止図柄が停止
表示される。通常大当り組合せとなる最終停止図柄は、例えば画像表示装置５における「
左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにて可変表示される図柄
番号が「１」～「８」の飾り図柄のうち、図柄番号が偶数「２」、「４」、「６」、「８
」である飾り図柄のいずれか１つが、「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア５
Ｌ、５Ｃ、５Ｒにて所定の有効ライン上に揃って停止表示されるものであればよい。通常
大当り組合せを構成する図柄番号が偶数「２」、「４」、「６」、「８」である飾り図柄
は、通常図柄（「非確変図柄」ともいう）と称される。
【００７０】
　特図ゲームにおける確定特別図柄が通常大当り図柄となることに対応して、所定のリー
チ演出が実行された後に、あるいは、リーチ演出が実行されずに、通常大当り組合せの最
終停止図柄が停止表示される飾り図柄の可変表示態様は、可変表示結果が「大当り」とな
る場合における「非確変」（「通常大当り」ともいう）の可変表示態様（「大当り種別」
ともいう）と称される。「非確変」の大当り種別で可変表示結果が「大当り」となったこ
とに基づいて、通常開放大当り状態に制御され、その終了後には、時間短縮制御（時短制
御）が行われる。時短制御が行われることにより、特図ゲームにおける特別図柄の可変表
示時間（特図変動時間）は、通常状態に比べて短縮される。通常状態とは、大当り遊技状
態等の特定遊技状態などとは異なる通常遊技状態であり、パチンコ遊技機１の初期設定状
態（例えばシステムリセットが行われた場合のように、電源投入後に初期化処理を実行し
た状態）と同一の制御が行われる。時短制御は、大当り遊技状態の終了後に所定回数（例
えば１００回）の特図ゲームが実行されることと、可変表示結果が「大当り」となること
のうち、いずれかの条件が先に成立したときに、終了すればよい。
【００７１】
　特図ゲームにおける確定特別図柄として、通常開放ラウンド大当り図柄となる特別図柄
のうち、「７」の数字を示す特別図柄といった確変大当り図柄が停止表示される場合には
、飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態となったことに対応して、飾り図柄の可変表示態
様が「通常」である場合と同様のリーチ演出が実行された後に、あるいは、リーチ演出が
実行されずに、複数種類の大当り組合せのうち、所定の確変大当り組合せとなる最終停止
図柄が停止表示されることがある。確変大当り組合せとなる最終停止図柄は、例えば画像
表示装置５における「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒに
て可変表示される図柄番号が「１」～「８」の飾り図柄のうち、図柄番号が奇数「１」、
「３」、「５」、「７」である飾り図柄のいずれか１つが、「左」、「中」、「右」の各
飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにて所定の有効ライン上に揃って停止表示されるも
のであればよい。確変大当り組合せを構成する図柄番号が奇数「１」、「３」、「５」、
「７」である飾り図柄は、確変図柄と称される。特図ゲームにおける確定特別図柄として
確変大当り図柄が停止表示される場合に、飾り図柄の可変表示結果として、通常大当り組
合せとなる最終停止図柄が停止表示されることがあるようにしてもよい。
【００７２】
　最終停止図柄が通常大当り組合せであるか確変大当り組合せであるかにかかわらず、特
図ゲームにおける確定特別図柄として確変大当り図柄が停止表示される可変表示態様は、
可変表示結果が「大当り」となる場合における「確変」の可変表示態様（「大当り種別」
ともいう）と称される。「確変」の大当り種別で可変表示結果が「大当り」となったこと
に基づいて、通常開放大当り状態に制御され、その終了後には、時短制御とともに確率変
動制御（確変制御）が行われる。確変制御が行われることにより、各回の特図ゲームにお
いて可変表示結果（特図表示結果）が「大当り」となる確率は、通常状態に比べて高くな
るように向上する。確変制御は、大当り遊技状態の終了後に可変表示結果が「大当り」と
なって再び大当り遊技状態に制御されるという条件が成立したときに、終了すればよい。
なお、時短制御と同様に、大当り遊技状態の終了後に所定回数（例えば１００回）の特図
ゲームが実行されたときに、確変制御を終了してもよい。また、大当り遊技状態の終了後
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に特図ゲームが開始されるごとに実行される確変転落抽選にて確変制御を終了させる「確
変転落あり」の決定がなされたときに、確変制御を終了してもよい。
【００７３】
　時短制御が行われるときには、普通図柄表示器２０による普図ゲームにおける普通図柄
の変動時間（普図変動時間）を通常状態のときよりも短くする制御や、各回の普図ゲーム
で普通図柄の可変表示結果が「普図当り」となる確率を通常状態のときよりも向上させる
制御、可変表示結果が「普図当り」となったことに基づく普通可変入賞球装置６Ｂにおけ
る可動翼片の傾動制御を行う傾動制御時間を通常状態のときよりも長くする制御、その傾
動回数を通常状態のときよりも増加させる制御といった、遊技球が第２始動入賞口を通過
（進入）しやすくして第２始動条件が成立する可能性を高めることで遊技者にとって有利
となる制御が行われる。このように、時短制御に伴い第２始動入賞口に遊技球が進入しや
すくして遊技者にとって有利となる制御は、高開放制御ともいう。高開放制御としては、
これらの制御のいずれか１つが行われるようにしてもよいし、複数の制御が組み合わせら
れて行われるようにしてもよい。
【００７４】
　高開放制御が行われることにより、第２始動入賞口は、高開放制御が行われていないと
きよりも拡大開放状態となる頻度が高められる。これにより、第２特別図柄表示装置４Ｂ
における第２特図を用いた特図ゲームを実行するための第２始動条件が成立しやすくなり
、特図ゲームが頻繁に実行可能となることで、次に可変表示結果が「大当り」となるまで
の時間が短縮される。高開放制御が実行可能となる期間は、高開放制御期間ともいい、こ
の期間は、時短制御が行われる期間と同一であればよい。
【００７５】
　時短制御と高開放制御がともに行われる遊技状態は、時短状態あるいは高ベース状態と
もいう。また、確変制御が行われる遊技状態は、確変状態あるいは高確状態ともいう。確
変制御とともに時短制御や高開放制御が行われる遊技状態は、高確高ベース状態とも称さ
れる。確変制御のみが行われて時短制御や高開放制御が行われない確変状態は、高確低ベ
ース状態とも称される。なお、確変制御とともに時短制御や高開放制御が行われる遊技状
態のみを、特に「確変状態」ということもあり、高確低ベース状態とは区別するために、
時短付確変状態ということもある。一方、確変制御のみが行われて時短制御や高開放制御
が行われない確変状態（高確低ベース状態）は、高確高ベース状態と区別するために、時
短なし確変状態ということもある。確変制御が行われずに時短制御や高開放制御が行われ
る時短状態は、低確高ベース状態とも称される。確変制御や時短制御および高開放制御が
いずれも行われない通常状態は、低確低ベース状態とも称される。通常状態以外の遊技状
態において時短制御や確変制御の少なくともいずれかが行われるときには、特図ゲームが
頻繁に実行可能となることや、各回の特図ゲームにおける可変表示結果が「大当り」とな
る確率が高められることにより、遊技者にとって有利な状態となる。大当り遊技状態とは
異なる遊技者にとって有利な遊技状態は、特別遊技状態とも称される。
【００７６】
　最終停止図柄が非確変大当り組合せや確変大当り組合せとなる飾り図柄の可変表示中に
は、再抽選演出が実行されることがある。再抽選演出では、画像表示装置５における「左
」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒに通常大当り組合せとなる飾
り図柄を仮停止表示させた後に、例えば「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア
５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにて同一の飾り図柄が揃った状態で再び変動させ、確変大当り組合せと
なる飾り図柄（確変図柄）と、通常大当り組合せとなる飾り図柄（通常図柄）のうちいず
れかを、最終停止図柄として停止表示（最終停止表示）させる。ここで、大当り種別が「
非確変」である場合に再抽選演出が実行されるときには、その再抽選演出として、仮停止
表示させた飾り図柄を再変動させた後に通常大当り組合せとなる最終停止図柄を導出表示
する再抽選落選演出が行われる。これに対して、大当り種別が「確変」である場合に再抽
選演出が実行されるときには、その再抽選演出として、仮停止表示させた飾り図柄を再変
動させた後に確変大当り組合せとなる最終停止図柄を停止表示する再抽選当選演出が実行
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されることもあれば、再抽選落選演出が実行されることもある。
【００７７】
　通常大当り組合せとなる最終停止図柄が導出表示された後には、大当り遊技状態の開始
時や大当り遊技状態におけるラウンドの実行中、大当り遊技状態においていずれかのラウ
ンドが終了してから次のラウンドが開始されるまでの期間、大当り遊技状態において最終
のラウンドが終了してから次の可変表示ゲームが開始されるまでの期間などにて、確変状
態に制御するか否かの確変報知演出となる大当り中昇格演出が実行されてもよい。なお、
大当り中昇格演出と同様の報知演出が、大当り遊技状態の終了後における最初の可変表示
ゲーム中などにて実行されてもよい。大当り遊技状態において最終のラウンドが終了して
から実行される大当り中昇格演出を、特に「エンディング昇格演出」ということもある。
【００７８】
　大当り中昇格演出には、最終停止図柄が通常大当り組合せであるにもかかわらず遊技状
態が確変状態となる昇格がある旨を報知する大当り中昇格成功演出と、確変状態となる昇
格がない旨を報知する大当り中昇格失敗演出とがある。例えば、大当り中昇格演出では、
画像表示装置５の表示領域にて飾り図柄を可変表示させて通常図柄と確変図柄のいずれか
を演出表示結果として停止表示させること、あるいは、飾り図柄の可変表示とは異なる演
出画像の表示を行うことなどにより、確変状態となる昇格の有無を、遊技者が認識できる
ように報知すればよい。
【００７９】
　パチンコ遊技機１には、例えば図２に示すような主基板１１、演出制御基板１２、音声
制御基板１３、ランプ制御基板１４といった、各種の制御基板が搭載されている。また、
パチンコ遊技機１には、主基板１１と演出制御基板１２との間で伝送される各種の制御信
号を中継するための中継基板１５なども搭載されている。その他にも、パチンコ遊技機１
における遊技盤２などの背面には、例えば払出制御基板、情報端子基板、発射制御基板、
インタフェース基板などといった、各種の基板が配置されている。
【００８０】
　主基板１１は、メイン側の制御基板であり、パチンコ遊技機１における遊技の進行を制
御するための各種回路が搭載されている。主基板１１は、主として、特図ゲームにおいて
用いる乱数の設定機能、所定位置に配設されたスイッチ等からの信号の入力を行う機能、
演出制御基板１２などからなるサブ側の制御基板に宛てて、指令情報の一例となる制御コ
マンドを制御信号として出力して送信する機能、ホールの管理コンピュータに対して各種
情報を出力する機能などを備えている。また、主基板１１は、第１特別図柄表示装置４Ａ
と第２特別図柄表示装置４Ｂを構成する各ＬＥＤ（例えばセグメントＬＥＤ）などの点灯
／消灯制御を行って第１特図や第２特図の可変表示を制御することや、普通図柄表示器２
０の点灯／消灯／発色制御などを行って普通図柄表示器２０による普通図柄の可変表示を
制御することといった、所定の表示図柄の可変表示を制御する機能も備えている。
【００８１】
　主基板１１には、例えば遊技制御用マイクロコンピュータ１００や、遊技球検出用の各
種スイッチからの検出信号を取り込んで遊技制御用マイクロコンピュータ１００に伝送す
るスイッチ回路１１０、遊技制御用マイクロコンピュータ１００からのソレノイド駆動信
号をソレノイド８１、８２に伝送するソレノイド回路１１１などが搭載されている。
【００８２】
　演出制御基板１２は、主基板１１とは独立したサブ側の制御基板であり、中継基板１５
を介して主基板１１から伝送された制御信号を受信して、画像表示装置５、スピーカ８Ｌ
、８Ｒ及び遊技効果ランプ９といった演出用の電気部品による演出動作を制御するための
各種回路が搭載されている。すなわち、演出制御基板１２は、画像表示装置５における表
示動作や、スピーカ８Ｌ、８Ｒからの音声出力動作の全部または一部、遊技効果ランプ９
などにおける点灯／消灯動作の全部または一部といった、演出用の電気部品に所定の演出
動作を実行させるための制御内容を決定する機能を備えている。
【００８３】
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　音声制御基板１３は、演出制御基板１２とは別個に設けられた音声出力制御用の制御基
板であり、演出制御基板１２からの指令や制御データなどに基づき、スピーカ８Ｌ、８Ｒ
から音声を出力させるための音声信号処理を実行する処理回路などが搭載されている。ラ
ンプ制御基板１４は、演出制御基板１２とは別個に設けられたランプ出力制御用の制御基
板であり、演出制御基板１２からの指令や制御データなどに基づき、遊技効果ランプ９な
どにおける点灯／消灯駆動を行うランプドライバ回路などが搭載されている。
【００８４】
　図２に示すように、主基板１１には、ゲートスイッチ２１、第１始動口スイッチ２２Ａ
、第２始動口スイッチ２２Ｂ、カウントスイッチ２３からの検出信号を伝送する配線が接
続されている。なお、ゲートスイッチ２１、第１始動口スイッチ２２Ａ、第２始動口スイ
ッチ２２Ｂ、カウントスイッチ２３は、例えばセンサと称されるものなどのように、遊技
媒体としての遊技球を検出できる任意の構成を有するものであればよい。また、主基板１
１には、第１特別図柄表示装置４Ａ、第２特別図柄表示装置４Ｂ、普通図柄表示器２０、
第１保留表示器２５Ａ、第２保留表示器２５Ｂ、普図保留表示器２５Ｃなどの表示制御を
行うための指令信号を伝送する配線が接続されている。
【００８５】
　主基板１１から演出制御基板１２に向けて伝送される制御信号は、中継基板１５によっ
て中継される。中継基板１５を介して主基板１１から演出制御基板１２に対して伝送され
る制御コマンドは、例えば電気信号として送受信される演出制御コマンドである。演出制
御コマンドには、例えば画像表示装置５における画像表示動作を制御するために用いられ
る表示制御コマンドや、スピーカ８Ｌ、８Ｒからの音声出力を制御するために用いられる
音声制御コマンド、遊技効果ランプ９や装飾用ＬＥＤの点灯動作などを制御するために用
いられるランプ制御コマンドが含まれている。
【００８６】
　主基板１１に搭載された遊技制御用マイクロコンピュータ１００は、例えば１チップの
マイクロコンピュータであり、遊技制御用のプログラムや固定データ等を記憶するＲＯＭ
（Read Only Memory）１０１と、遊技制御用のワークエリアを提供するＲＡＭ（Random A
ccess Memory）１０２と、遊技制御用のプログラムを実行して制御動作を行うＣＰＵ（Ce
ntral Processing Unit）１０３と、ＣＰＵ１０３とは独立して乱数値を示す数値データ
の更新を行う乱数回路１０４と、Ｉ／Ｏ（Input/Output port）１０５とを備えて構成さ
れる。
【００８７】
　一例として、遊技制御用マイクロコンピュータ１００では、ＣＰＵ１０３がＲＯＭ１０
１から読み出したプログラムを実行することにより、パチンコ遊技機１における遊技の進
行を制御するための処理が実行される。このときには、ＣＰＵ１０３がＲＯＭ１０１から
固定データを読み出す固定データ読出動作や、ＣＰＵ１０３がＲＡＭ１０２に各種の変動
データを書き込んで一時記憶させる変動データ書込動作、ＣＰＵ１０３がＲＡＭ１０２に
一時記憶されている各種の変動データを読み出す変動データ読出動作、ＣＰＵ１０３がＩ
／Ｏ１０５を介して遊技制御用マイクロコンピュータ１００の外部から各種信号の入力を
受け付ける受信動作、ＣＰＵ１０３がＩ／Ｏ１０５を介して遊技制御用マイクロコンピュ
ータ１００の外部へと各種信号を出力する送信動作なども行われる。
【００８８】
　乱数回路１０４は、遊技の進行を制御するために用いられる各種の乱数値の一部または
全部を示す数値データをカウントするものであればよい。ＣＰＵ１０３は、例えばＲＡＭ
１０２に設けられたランダムカウンタといった、乱数回路１０４とは異なるランダムカウ
ンタを用いて、ソフトウェアによって各種の数値データを定期的あるいは不定期に更新す
ることで、各種の乱数値の一部を示す数値データをカウントするようにしてもよい。ＣＰ
Ｕ１０３がランダムカウント値を更新するために実行するソフトウェアは、ランダムカウ
ント値を乱数回路１０４における数値データの更新動作とは別個に更新するためのもので
あってもよいし、乱数回路１０４から抽出された数値データの全部又は一部にスクランブ
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ル処理や演算処理といった所定の処理を施すことによりランダムカウント値を更新するた
めのものであってもよい。こうした遊技の進行を制御するために用いられる乱数は、遊技
用乱数ともいう。
【００８９】
　遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備えるＲＯＭ１０１には、ゲーム制御用のプ
ログラムの他にも、遊技の進行を制御するために用いられる各種の選択用データ、テーブ
ルデータなどが格納されている。例えば、ＲＯＭ１０１には、ＣＰＵ１０３が各種の判定
や決定、設定を行うために用意された複数の判定テーブルや決定テーブル、設定テーブル
などを構成するデータが記憶されている。また、ＲＯＭ１０１には、ＣＰＵ１０３が主基
板１１から各種の制御コマンドとなる制御信号を送信するために用いられる複数のコマン
ドテーブルを構成するテーブルデータや、変動パターンを複数種類格納する変動パターン
テーブルを構成するテーブルデータなどが、記憶されている。
【００９０】
　図３は、この実施の形態における変動パターンを示している。この実施の形態では、可
変表示結果が「ハズレ」となる場合のうち、飾り図柄の可変表示態様が「非リーチ」であ
る場合と「リーチ」である場合のそれぞれに対応して、また、可変表示結果が「大当り」
となる場合などに対応して、複数の変動パターンが予め用意されている。また、この実施
の形態では、飾り図柄の可変表示態様が「リーチ」であり、「擬似連」の可変表示演出が
行われる場合に対応して、設定された擬似連変動の回数に応じた複数の変動パターンが予
め用意されている。なお、可変表示結果が「ハズレ」で飾り図柄の可変表示態様が「非リ
ーチ」である場合に対応した変動パターンは、非リーチ変動パターン（「非リーチハズレ
変動パターン」ともいう）と称され、可変表示結果が「ハズレ」で飾り図柄の可変表示態
様が「リーチ」である場合に対応した変動パターンは、リーチ変動パターン（「リーチハ
ズレ変動パターン」ともいう）と称される。また、非リーチ変動パターンとリーチ変動パ
ターンは、可変表示結果が「ハズレ」となる場合に対応したハズレ変動パターンに含まれ
る。可変表示結果が「大当り」である場合に対応した変動パターンは、大当り変動パター
ンと称される。
【００９１】
　大当り変動パターンやリーチ変動パターンには、ノーマルリーチＣのリーチ演出が実行
されるノーマルリーチ変動パターンと、スーパーリーチＳ、スーパーリーチＡ、スーパー
リーチＢといったスーパーリーチのリーチ演出が実行されるスーパーリーチ変動パターン
とがある。
【００９２】
　図２に示す遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備えるＲＡＭ１０２は、その一部
または全部が所定の電源基板において作成されるバックアップ電源によってバックアップ
されているバックアップＲＡＭであればよい。すなわち、パチンコ遊技機１に対する電力
供給が停止しても、所定期間（バックアップ電源としてのコンデンサが放電してバックア
ップ電源が電力供給不能になるまで）は、ＲＡＭ１０２の一部または全部の内容は保存さ
れる。特に、少なくとも、遊技状態すなわち遊技制御手段の制御状態に応じたデータ（特
図プロセスフラグなど）と未払出賞球数を示すデータは、バックアップＲＡＭに保存され
るようにすればよい。遊技制御手段の制御状態に応じたデータとは、停電等が生じた後に
復旧した場合に、そのデータにもとづいて、制御状態を停電等の発生前に復旧させるため
に必要なデータである。また、制御状態に応じたデータと未払出賞球数を示すデータとを
遊技の進行状態を示すデータと定義する。このようなＲＡＭ１０２には、パチンコ遊技機
１における遊技の進行などを制御するために用いられる各種のデータを保持する領域が設
けられている。
【００９３】
　遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備えるＩ／Ｏ１０５は、遊技制御用マイクロ
コンピュータ１００に伝送された各種信号を取り込むための入力ポートと、遊技制御用マ
イクロコンピュータ１００の外部へと各種信号を伝送するための出力ポートとを含んで構
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成されている。
【００９４】
　図２に示すように、演出制御基板１２には、プログラムに従って制御動作を行う演出制
御用ＣＰＵ１２０と、演出制御用のプログラムや固定データ等を記憶するＲＯＭ１２１と
、演出制御用ＣＰＵ１２０のワークエリアを提供するＲＡＭ１２２と、画像表示装置５に
おける表示動作の制御内容を決定するための処理などを実行する表示制御部１２３と、演
出制御用ＣＰＵ１２０とは独立して乱数値を示す数値データの更新を行う乱数回路１２４
と、Ｉ／Ｏ１２５とが搭載されている。
【００９５】
　一例として、演出制御基板１２では、演出制御用ＣＰＵ１２０がＲＯＭ１２１から読み
出した演出制御用のプログラムを実行することにより、演出用の電気部品による演出動作
を制御するための処理が実行される。このときには、演出制御用ＣＰＵ１２０がＲＯＭ１
２１から固定データを読み出す固定データ読出動作や、演出制御用ＣＰＵ１２０がＲＡＭ
１２２に各種の変動データを書き込んで一時記憶させる変動データ書込動作、演出制御用
ＣＰＵ１２０がＲＡＭ１２２に一時記憶されている各種の変動データを読み出す変動デー
タ読出動作、演出制御用ＣＰＵ１２０がＩ／Ｏ１２５を介して演出制御基板１２の外部か
ら各種信号の入力を受け付ける受信動作、演出制御用ＣＰＵ１２０がＩ／Ｏ１２５を介し
て演出制御基板１２の外部へと各種信号を出力する送信動作なども行われる。
【００９６】
　演出制御用ＣＰＵ１２０、ＲＯＭ１２１、ＲＡＭ１２２は、演出制御基板１２に搭載さ
れた１チップの演出制御用マイクロコンピュータに含まれてもよい。
【００９７】
　演出制御基板１２には、画像表示装置５に対して映像信号を伝送するための配線や、音
声制御基板１３に対して音番号データを示す情報信号としての効果音信号を伝送するため
の配線、ランプ制御基板１４に対してランプデータを示す情報信号としての電飾信号を伝
送するための配線などが接続されている。さらに、演出制御基板１２には、スティックコ
ントローラ３１Ａに対する遊技者の操作行為を検出したことを示す情報信号としての操作
検出信号を、コントローラセンサユニット３５Ａから伝送するための配線や、プッシュボ
タン３１Ｂに対する遊技者の操作行為を検出したことを示す情報信号としての操作検出信
号を、プッシュセンサ３５Ｂから伝送するための配線も接続されている。
【００９８】
　演出制御基板１２では、例えば乱数回路１２４などにより、演出動作を制御するために
用いられる各種の乱数値を示す数値データが更新可能にカウントされる。こうした演出動
作を制御するために用いられる乱数は、演出用乱数ともいう。
【００９９】
　図２に示す演出制御基板１２に搭載されたＲＯＭ１２１には、演出制御用のプログラム
の他にも、演出動作を制御するために用いられる各種のデータテーブルなどが格納されて
いる。例えば、ＲＯＭ１２１には、演出制御用ＣＰＵ１２０が各種の判定や決定、設定を
行うために用意された複数の判定テーブルや決定テーブルを構成するテーブルデータ、各
種の演出制御パターンを構成するパターンデータなどが記憶されている。
【０１００】
　一例として、ＲＯＭ１２１には、演出制御用ＣＰＵ１２０が各種の演出装置（例えば画
像表示装置５やスピーカ８Ｌ、８Ｒ、遊技効果ランプ９及び装飾用ＬＥＤ、演出用模型な
ど）による演出動作を制御するために使用する演出制御パターンを複数種類格納した演出
制御パターンテーブルが記憶されている。演出制御パターンは、パチンコ遊技機１におけ
る遊技の進行状況に応じて実行される各種の演出動作に対応して、その制御内容を示すデ
ータなどから構成されている。演出制御パターンテーブルには、例えば特図変動時演出制
御パターンと、予告演出制御パターンと、各種演出制御パターンとが、格納されていれば
よい。
【０１０１】
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　特図変動時演出制御パターンは、複数種類の変動パターンに対応して、特図ゲームにお
いて特別図柄の変動が開始されてから特図表示結果となる確定特別図柄が導出表示される
までの期間における、飾り図柄の可変表示動作やリーチ演出、再抽選演出などにおける演
出表示動作、あるいは、飾り図柄の可変表示を伴わない各種の演出表示動作といった、様
々な演出動作の制御内容を示すデータなどから構成されている。予告演出制御パターンは
、予め複数パターンが用意された予告パターンに対応して実行される予告演出となる演出
動作の制御内容を示すデータなどから構成されている。各種演出制御パターンは、パチン
コ遊技機１における遊技の進行状況に応じて実行される各種の演出動作に対応して、その
制御内容を示すデータなどから構成されている。特図変動時演出制御パターンのうちには
、例えばリーチ演出を実行する変動パターンごとに、それぞれのリーチ演出における演出
態様を異ならせた複数種類のリーチ演出制御パターンが含まれてもよい。
【０１０２】
　演出制御用ＣＰＵ１２０は、例えば飾り図柄の可変表示を開始するときなどに、変動パ
ターン指定コマンドに示された変動パターンなどに基づいて演出制御パターン（特図変動
時演出制御パターン）をセットする。また、演出制御用ＣＰＵ１２０は、例えば予告演出
といった所定演出の実行を開始するときなどに、対応する演出制御パターン（予告演出制
御パターン）をセットする。ここで、演出制御パターンをセットする際には、該当する演
出制御パターンを構成するパターンデータを、ＲＯＭ１２１から読み出してＲＡＭ１２２
の所定領域に一時記憶させてもよいし、該当する演出制御パターンを構成するパターンデ
ータのＲＯＭ１２１における記憶アドレスを、ＲＡＭ１２２の所定領域に一時記憶させて
、ＲＯＭ１２１における記憶データの読出位置を指定するだけでもよい。こうしてセット
した演出制御パターンに従った指令が、演出制御用ＣＰＵ１２０から表示制御部１２３や
音声制御基板１３などに対して出力される。演出制御用ＣＰＵ１２０からの指令を受けた
表示制御部１２３では、例えば所定のＶＤＰ等がその指令に示される画像データをＣＧＲ
ＯＭ等の画像データメモリから読み出してＶＲＡＭに一時記憶させることなどにより展開
させる。また、演出制御用ＣＰＵ１２０からの指令を受けた音声制御基板１３では、例え
ば音声合成用ＩＣがその指令に示される音声データを音声データＲＯＭから読み出して音
声ＲＡＭ等に一時記憶させることなどにより展開させる。その後、演出制御プロセスタイ
マ値が更新されるごとに、演出制御プロセスタイマ判定値のいずれかと合致したか否かの
判定を行い、合致した場合には、対応する各種の制御データに応じた演出動作の制御を行
う。
【０１０３】
　演出制御基板１２に搭載されたＲＡＭ１２２には、演出動作を制御するために用いられ
る各種データを保持する領域が設けられている。
【０１０４】
　次に、本実施例におけるパチンコ遊技機１の動作（作用）を説明する。
【０１０５】
　主基板１１では、所定の電源基板からの電力供給が開始されると、遊技制御用マイクロ
コンピュータ１００が起動し、ＣＰＵ１０３によって遊技制御メイン処理となる所定の処
理が実行される。遊技制御メイン処理を開始すると、ＣＰＵ１０３は、割込み禁止に設定
した後、必要な初期設定を行う。この初期設定では、例えばＲＡＭ１０１がクリアされる
。また、遊技制御用マイクロコンピュータ１００に内蔵されたＣＴＣ（カウンタ／タイマ
回路）のレジスタ設定を行う。これにより、以後、所定時間（例えば、２ミリ秒）ごとに
ＣＴＣから割込み要求信号がＣＰＵ１０３へ送出され、ＣＰＵ１０３は定期的にタイマ割
込み処理を実行することができる。初期設定が終了すると、割込みを許可した後、ループ
処理に入る。なお、遊技制御メイン処理では、パチンコ遊技機１の内部状態を前回の電力
供給停止時における状態に復帰させるための処理を実行してから、ループ処理に入るよう
にしてもよい。
【０１０６】
　こうした遊技制御メイン処理を実行したＣＰＵ１０３は、ＣＴＣからの割込み要求信号
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を受信して割込み要求を受け付けると、所定の遊技制御用タイマ割込み処理を実行する。
遊技制御用タイマ割込み処理を開始すると、ＣＰＵ１０３は、まず、所定のスイッチ処理
を実行することにより、スイッチ回路１１０を介してゲートスイッチ２１、第１始動口ス
イッチ２２Ａ、第２始動口スイッチ２２Ｂ、カウントスイッチ２３といった各種スイッチ
から入力される検出信号の状態を判定する。続いて、所定のメイン側エラー処理を実行す
ることにより、パチンコ遊技機１の異常診断を行い、その診断結果に応じて必要ならば警
告を発生可能とする。この後、所定の情報出力処理を実行することにより、例えばパチン
コ遊技機１の外部に設置されたホール管理用コンピュータに供給される大当り情報、始動
情報、確率変動情報などのデータを出力する。
【０１０７】
　情報出力処理に続いて、主基板１１の側で用いられる遊技用乱数の少なくとも一部をソ
フトウェアにより更新するための遊技用乱数更新処理を実行する。この後、ＣＰＵ１０３
は、特別図柄プロセス処理を実行する。特別図柄プロセス処理では、ＲＡＭ１０２に設け
られた特図プロセスフラグの値をパチンコ遊技機１における遊技の進行状況に応じて更新
し、第１特別図柄表示装置４Ａや第２特別図柄表示装置４Ｂにおける表示動作の制御や、
特別可変入賞球装置７における大入賞口の開閉動作設定などを、所定の手順で行うために
、各種の処理が選択されて実行される。
【０１０８】
　特別図柄プロセス処理に続いて、普通図柄プロセス処理が実行される。ＣＰＵ１０３は
、普通図柄プロセス処理を実行することにより、普通図柄表示器２０における表示動作（
例えばセグメントＬＥＤの点灯、消灯など）を制御して、普通図柄の可変表示や普通可変
入賞球装置６Ｂにおける可動翼片の傾動動作設定などを可能にする。
【０１０９】
　普通図柄プロセス処理を実行した後、ＣＰＵ１０３は、コマンド制御処理を実行するこ
とにより、主基板１１から演出制御基板１２などのサブ側の制御基板に対して制御コマン
ドを伝送させる。一例として、コマンド制御処理では、ＲＡＭ１０２に設けられた送信コ
マンドバッファの値によって指定されたコマンド送信テーブルにおける設定に対応して、
Ｉ／Ｏ１０５に含まれる出力ポートのうち、演出制御基板１２に対して演出制御コマンド
を送信するための出力ポートに制御データをセットした後、演出制御ＩＮＴ信号の出力ポ
ートに所定の制御データをセットして演出制御ＩＮＴ信号を所定時間にわたりオン状態と
してからオフ状態とすることなどにより、コマンド送信テーブルでの設定に基づく演出制
御コマンドの伝送を可能にする。コマンド制御処理を実行した後には、割込み許可状態に
設定してから、遊技制御用タイマ割込み処理を終了する。
【０１１０】
　図４は、特別図柄プロセス処理の一例を示すフローチャートである。この特別図柄プロ
セス処理において、ＣＰＵ１０３は、まず、始動入賞判定処理を実行する（ステップＳ１
０１）。図５は、始動入賞判定処理として、図４のステップＳ１０１にて実行される処理
の一例を示すフローチャートである。
【０１１１】
　図５に示す始動入賞判定処理において、ＣＰＵ１０３は、まず、普通入賞球装置６Ａが
形成する第１始動入賞口に対応して設けられた第１始動口スイッチ２２Ａからの検出信号
に基づき、第１始動口スイッチ２２Ａがオンであるか否かを判定する（ステップＳ２０１
）。このとき、第１始動口スイッチ２２Ａがオンであれば（ステップＳ２０１；Ｙｅｓ）
、第１特図を用いた特図ゲームの保留記憶数である第１特図保留記憶数が、所定の上限値
（例えば上限記憶数としての「４」）となっているか否かを判定する（ステップＳ２０２
）。ＣＰＵ１０３は、例えばＲＡＭ１０２に設けられた第１保留記憶数カウンタの格納値
である第１保留記憶数カウント値を読み取ることにより、第１特図保留記憶数を特定でき
ればよい。ステップＳ２０２にて第１特図保留記憶数が上限値ではないときには（ステッ
プＳ２０２；Ｎｏ）、例えばＲＡＭ１０２に設けられた始動口バッファの格納値を、「１
」に設定する（ステップＳ２０３）。
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【０１１２】
　ステップＳ２０１にて第１始動口スイッチ２２Ａがオフであるときや（ステップＳ２０
１；Ｎｏ）、ステップＳ２０２にて第１特図保留記憶数が上限値に達しているときには（
ステップＳ２０２；Ｙｅｓ）、普通可変入賞球装置６Ｂが形成する第２始動入賞口に対応
して設けられた第２始動口スイッチ２２Ｂからの検出信号に基づき、第２始動口スイッチ
２２Ｂがオンであるか否かを判定する（ステップＳ２０４）。このとき、第２始動口スイ
ッチ２２Ｂがオンであれば（ステップＳ２０４；Ｙｅｓ）、第２特図を用いた特図ゲーム
の保留記憶数である第２特図保留記憶数が、所定の上限値（例えば上限記憶数としての「
４」）となっているか否かを判定する（ステップＳ２０５）。ＣＰＵ１０３は、例えばＲ
ＡＭ１０２に設けられた第２保留記憶数カウンタの格納値である第２保留記憶数カウント
値を読み取ることにより、第２特図保留記憶数を特定できればよい。ステップＳ２０５に
て第２特図保留記憶数が上限値ではないときには（ステップＳ２０５；Ｎｏ）、例えばＲ
ＡＭ１０２に設けられた始動口バッファの格納値を、「２」に設定する（ステップＳ２０
６）。
【０１１３】
　ステップＳ２０３、Ｓ２０６の処理のいずれかを実行した後には、始動口バッファの格
納値である始動口バッファ値に応じた特図保留記憶数を１加算するように更新する（ステ
ップＳ２０７）。例えば、始動口バッファ値が「１」であるときには第１保留記憶数カウ
ント値を１加算する一方で、始動口バッファ値が「２」であるときには第２保留記憶数カ
ウント値を１加算する。こうして、第１保留記憶数カウント値は、第１始動入賞口を遊技
球が通過（進入）して第１特図を用いた特図ゲームに対応した第１始動条件が成立したと
きに、１増加するように更新される。また、第２保留記憶数カウント値は、第２始動入賞
口を遊技球が通過（進入）して第２特図を用いた特図ゲームに対応した第２始動条件が成
立したときに、１増加するように更新される。このときには、合計保留記憶数も１加算す
るように更新する（ステップＳ２０８）。例えば、ＲＡＭ１０２に設けられた合計保留記
憶数カウンタの格納値である合計保留記憶数カウント値を、１加算するように更新すれば
よい。
【０１１４】
　ステップＳ２０８の処理を実行した後に、ＣＰＵ１０３は、乱数回路１０４やＲＡＭ１
０２のランダムカウンタによって更新されている数値データのうちから、特図表示結果決
定用の乱数値ＭＲ１や大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２を示す数値データを、抽出する（
ステップＳ２０９）。特図表示結果決定用の乱数値ＭＲ１は、特図ゲームにおける特別図
柄などの可変表示結果を「大当り」として大当り遊技状態に制御するか否かを決定するた
めに用いられる乱数値であり、例えば「１」～「６５５３５」の範囲の値をとる。大当り
種別決定用の乱数値ＭＲ２は、可変表示結果を「大当り」とする場合における飾り図柄の
可変表示態様である大当り種別を「非確変」、「確変」のいずれかに決定するために用い
られる乱数値であり、例えば「１」～「１００」の範囲の値をとる。ＣＰＵ１０３は、ス
テップＳ２０９の処理を実行することにより、特別図柄や飾り図柄の可変表示結果や可変
表示時間を含む可変表示態様の決定に用いられる乱数値のうち、一部または全部を示す数
値データを抽出する。
【０１１５】
　こうして抽出した各乱数値を示す数値データは、始動口バッファ値に応じた特図保留記
憶部における空きエントリの先頭に、保留情報としてセットされることで記憶される（ス
テップＳ２１０）。例えば、始動口バッファ値が「１」であるときには、第１特図保留記
憶部に乱数値ＭＲ１、ＭＲ２を示す数値データがセットされる一方、始動口バッファ値が
「２」であるときには、第２特図保留記憶部に乱数値ＭＲ１、ＭＲ２を示す数値データが
セットされる。
【０１１６】
　第１特図保留記憶部は、普通入賞球装置６Ａが形成する第１始動入賞口を遊技球が通過
（進入）して始動入賞（第１始動入賞）が発生したものの未だ開始されていない特図ゲー
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ム（第１特別図柄表示装置４Ａにおける第１特図を用いた特図ゲーム）の保留データを記
憶する。一例として、第１特図保留記憶部は、第１始動入賞口への入賞順（遊技球の検出
順）に保留番号と関連付けて、その遊技球の通過（進入）における第１始動条件の成立に
基づいてＣＰＵ１０３により乱数回路１０４等から抽出された特図表示結果決定用の乱数
値ＭＲ１や大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２を示す数値データなどを保留データとして、
その記憶数が所定の上限値（例えば「４」）に達するまで記憶する。こうして第１特図保
留記憶部に記憶された保留データは、第１特図を用いた特図ゲームの実行が保留されてい
ることを示し、この特図ゲームにおける可変表示結果（特図表示結果）に基づき所定の遊
技価値が付与されるか否かなどを判定可能にする保留情報となる。
【０１１７】
　第２特図保留記憶部は、普通可変入賞球装置６Ｂが形成する第２始動入賞口を遊技球が
通過（進入）して始動入賞（第２始動入賞）が発生したものの未だ開始されていない特図
ゲーム（第２特別図柄表示装置４Ｂにおける第２特図を用いた特図ゲーム）の保留データ
を記憶する。一例として、第２特図保留記憶部は、第２始動入賞口への入賞順（遊技球の
検出順）に保留番号と関連付けて、その遊技球の通過（進入）における第２始動条件の成
立に基づいてＣＰＵ１０３により乱数回路１０４等から抽出された特図表示結果決定用の
乱数値ＭＲ１や大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２を示す数値データなどを保留データとし
て、その数が所定の上限値（例えば「４」）に達するまで記憶する。こうして第２特図保
留記憶部に記憶された保留データは、第２特図を用いた特図ゲームの実行が保留されてい
ることを示し、この特図ゲームにおける可変表示結果（特図表示結果）に基づき所定の遊
技価値が付与されるか否かなどを判定可能にする保留情報となる。
【０１１８】
　なお、第１始動入賞口を遊技球が通過（進入）したことによる第１始動条件の成立に基
づく保留情報（第１保留情報）と、第２始動入賞口を遊技球が通過（進入）したことによ
る第２始動入賞の成立に基づく保留情報（第２保留情報）とを、共通の保留記憶部にて保
留番号と対応付けて記憶するようにしてもよい。この場合には、第１始動入賞口と第２始
動入賞口のいずれを遊技球が通過（進入）したかを示す始動口データを保留情報に含め、
保留番号と対応付けて記憶させればよい。
【０１１９】
　図５に示すステップＳ２１０の処理に続いて、始動口バッファ値に応じた始動口入賞指
定コマンドの送信設定が行われる（ステップＳ２１１）。例えば、始動口バッファ値が「
１」であるときにはＲＯＭ１０１における第１始動口入賞指定コマンドテーブルの記憶ア
ドレスを送信コマンドバッファにおいて送信コマンドポインタにより指定されたバッファ
領域に格納することなどにより、演出制御基板１２に対して、第１特別図柄表示装置４Ａ
における第１特図を用いた特図ゲームを実行するための第１始動条件が成立したことを通
知する第１始動口入賞指定コマンドを送信するための設定を行う。これに対して、始動口
バッファ値が「２」であるときにはＲＯＭ１０１における第２始動口入賞指定コマンドテ
ーブルの記憶アドレスを送信コマンドバッファのバッファ領域に格納することなどにより
、演出制御基板１２に対して、第２特別図柄表示装置４Ｂにおける第２特図を用いた特図
ゲームを実行するための第２始動条件が成立したことを通知する第２始動口入賞指定コマ
ンドを送信するための設定を行う。こうして設定された始動口入賞指定コマンドは、例え
ば特別図柄プロセス処理が終了した後、所定のコマンド制御処理が実行されることなどに
より、主基板１１から演出制御基板１２に対して伝送される。
【０１２０】
　その後、例えばＲＯＭ１０１における保留記憶数通知コマンドテーブルの記憶アドレス
を送信コマンドバッファにおいて送信コマンドポインタによって指定されたバッファ領域
に格納することなどにより、演出制御基板１２に対して、第１特図保留記憶数を通知する
第１保留記憶数通知コマンド、第２特図保留記憶数を通知する第２保留記憶数通知コマン
ドのいずれかを送信するための設定を行う（ステップＳ２１２）。こうして設定された保
留記憶数通知コマンドは、例えば特別図柄プロセス処理が終了した後、所定のコマンド制
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御処理が実行されることなどにより、主基板１１から演出制御基板１２に対して伝送され
る。なお、第１保留記憶数通知コマンドや第２保留記憶数通知コマンドに代えて、合計保
留記憶数を通知する合計保留記憶数通知コマンドを送信するようにしてもよい。すなわち
、合計保留記憶数の増加（または減少）を通知するための合計保留記憶数通知コマンドが
用いられてもよい。
【０１２１】
　ステップＳ２１２の処理を実行した後には、始動口バッファ値が「１」であるか「２」
であるかを判定する（ステップＳ２１３）。このとき、始動口バッファ値が「１」であれ
ば（ステップＳ２１３；「１」）、始動口バッファをクリアして、その格納値を「０」に
初期化してから（ステップＳ２１４）、ステップＳ２０４の処理に進む。これに対して、
始動口バッファ値が「２」であるときには（ステップＳ２１３；「２」）、始動口バッフ
ァをクリアして、その格納値を「０」に初期化してから（ステップＳ２１５）、始動入賞
判定処理を終了する。これにより、第１始動口スイッチ２２Ａと第２始動口スイッチ２２
Ｂの双方が同時に有効な遊技球の始動入賞を検出した場合でも、確実に双方の有効な始動
入賞の検出に基づく処理を完了できる。
【０１２２】
　図４のステップＳ１０１にて始動入賞判定処理を実行した後、ＣＰＵ１０３は、ＲＡＭ
１０２に設けられた特図プロセスフラグの値に応じて、ステップＳ１１０～Ｓ１２０の処
理のいずれかを選択して実行する。
【０１２３】
　ステップＳ１１０の特別図柄通常処理は、特図プロセスフラグの値が“０”のときに実
行される。この特別図柄通常処理では、第１特図保留記憶部や第２特図保留記憶部に記憶
されている保留データの有無などに基づいて、第１特別図柄表示装置４Ａや第２特別図柄
表示装置４Ｂによる特図ゲームを開始するか否かの判定が行われる。また、特別図柄通常
処理では、特図表示結果決定用の乱数値ＭＲ１を示す数値データに基づき、特別図柄や飾
り図柄の可変表示結果を「大当り」とするか否かを、その可変表示結果が導出表示される
以前に決定（事前決定）する。さらに、特別図柄通常処理では、特図ゲームにおける特別
図柄の可変表示結果に対応して、第１特別図柄表示装置４Ａや第２特別図柄表示装置４Ｂ
による特図ゲームにおける確定特別図柄（大当り図柄や、ハズレ図柄のいずれか）が設定
される。特別図柄通常処理では、特別図柄や飾り図柄の可変表示結果を事前決定したとき
に、特図プロセスフラグの値が“１”に更新される。
【０１２４】
　ステップＳ１１１の変動パターン設定処理は、特図プロセスフラグの値が“１”のとき
に実行される。この変動パターン設定処理には、可変表示結果を「大当り」とするか否か
の事前決定結果などに基づき、変動パターン決定用の乱数値ＭＲ３を示す数値データを用
いて変動パターンを複数種類のいずれかに決定する処理などが含まれている。変動パター
ン決定用の乱数値ＭＲ３は、特別図柄や飾り図柄の可変表示における変動パターンを、予
め用意された複数種類のいずれかに決定するために用いられる乱数値であり、例えば「１
」～「２５１」の範囲の値をとる。変動パターン設定処理が実行されて特別図柄の可変表
示が開始されたときには、特図プロセスフラグの値が“２”に更新される。
【０１２５】
　ステップＳ１１０の特別図柄通常処理やステップＳ１１１の変動パターン設定処理によ
り、特別図柄の可変表示結果となる確定特別図柄や特別図柄および飾り図柄の可変表示時
間を含む変動パターンが決定される。すなわち、特別図柄通常処理や変動パターン設定処
理は、特図表示結果決定用の乱数値ＭＲ１、大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２、変動パタ
ーン決定用の乱数値ＭＲ３を用いて、特別図柄や飾り図柄の可変表示態様を決定する処理
を含んでいる。
【０１２６】
　ステップＳ１１２の特別図柄変動処理は、特図プロセスフラグの値が“２”のときに実
行される。この特別図柄変動処理には、第１特別図柄表示装置４Ａや第２特別図柄表示装
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置４Ｂにおいて特別図柄を変動させるための設定を行う処理や、その特別図柄が変動を開
始してからの経過時間を計測する処理などが含まれている。例えば、ステップＳ１１２の
特別図柄変動処理が実行されるごとに、ＲＡＭ１０２に設けられた特図変動タイマにおけ
る格納値である特図変動タイマ値を１減算あるいは１加算して、第１特別図柄表示装置４
Ａにおける第１特図を用いた特図ゲームであるか、第２特別図柄表示装置４Ｂにおける第
２特図を用いた特図ゲームであるかにかかわらず、共通のタイマによって経過時間の測定
が行われる。また、計測された経過時間が変動パターンに対応する特図変動時間に達した
か否かの判定も行われる。このように、ステップＳ１１２の特別図柄変動処理は、第１特
別図柄表示装置４Ａにおける第１特図を用いた特図ゲームでの特別図柄の変動や、第２特
別図柄表示装置４Ｂにおける第２特図を用いた特図ゲームでの特別図柄の変動を、共通の
処理ルーチンによって制御する処理となっていればよい。そして、特別図柄の変動を開始
してからの経過時間が特図変動時間に達したときには、特図プロセスフラグの値が“３”
に更新される。
【０１２７】
　ステップＳ１１３の特別図柄停止処理は、特図プロセスフラグの値が“３”のときに実
行される。この特別図柄停止処理には、第１特別図柄表示装置４Ａや第２特別図柄表示装
置４Ｂにて特別図柄の変動を停止させ、特別図柄の可変表示結果となる確定特別図柄を停
止表示（導出）させるための設定を行う処理が含まれている。そして、ＲＡＭ１０２に設
けられた大当りフラグがオンとなっているか否かの判定などが行われ、大当りフラグがオ
ンである場合には特図プロセスフラグの値が“４”に更新される。その一方で、大当りフ
ラグがオフであり、小当りフラグがオンである場合には、特図プロセスフラグの値が“８
”に更新される。また、大当りフラグと小当りフラグがともにオフである場合には、特図
プロセスフラグの値が“０”に更新される。
【０１２８】
　ステップＳ１１４の大当り開放前処理は、特図プロセスフラグの値が“４”のときに実
行される。この大当り開放前処理には、可変表示結果が「大当り」となったことなどに基
づき、大当り遊技状態においてラウンドの実行を開始して大入賞口を開放状態とするため
の設定を行う処理などが含まれている。このときには、例えば大当り種別が「非確変」、
「確変」のいずれであるかに対応して、大入賞口を開放状態とする期間の上限を設定する
ようにしてもよい。一例として、大当り種別が「非確変」または「確変」に対応して、大
入賞口を開放状態とする期間の上限を「２９秒」に設定するとともに、ラウンドを実行す
る上限回数となる大入賞口の開放回数を「１５回」に設定することにより、通常開放大当
り状態とする設定が行われればよい。このときには、特図プロセスフラグの値が“５”に
更新される。
【０１２９】
　ステップＳ１１５の大当り開放中処理は、特図プロセスフラグの値が“５”のときに実
行される。この大当り開放中処理には、大入賞口を開放状態としてからの経過時間を計測
する処理や、その計測した経過時間やカウントスイッチ２３によって検出された遊技球の
個数などに基づいて、大入賞口を開放状態から閉鎖状態に戻すタイミングとなったか否か
を判定する処理などが含まれている。そして、大入賞口を閉鎖状態に戻すときには、大入
賞口扉用のソレノイド８２に対するソレノイド駆動信号の供給を停止させる処理などを実
行した後、特図プロセスフラグの値が“６”に更新される。
【０１３０】
　ステップＳ１１６の大当り開放後処理は、特図プロセスフラグの値が“６”のときに実
行される。この大当り開放後処理には、大入賞口を開放状態とするラウンドの実行回数が
大入賞口開放回数最大値に達したか否かを判定する処理や、大入賞口開放回数最大値に達
した場合に大当り終了指定コマンドを送信するための設定を行う処理などが含まれている
。そして、ラウンドの実行回数が大入賞口開放回数最大値に達していないときには、特図
プロセスフラグの値が“５”に更新される一方、大入賞口開放回数最大値に達したときに
は、特図プロセスフラグの値が“７”に更新される。
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【０１３１】
　ステップＳ１１７の大当り終了処理は、特図プロセスフラグの値が“７”のときに実行
される。この大当り終了処理には、画像表示装置５やスピーカ８Ｌ、８Ｒ、遊技効果ラン
プ９などといった演出装置により、大当り遊技状態の終了を報知する演出動作としてのエ
ンディング演出が実行される期間に対応した待ち時間が経過するまで待機する処理や、大
当り遊技状態の終了に対応して確変制御や時短制御を開始するための各種の設定を行う処
理などが含まれている。こうした設定が行われたときには、特図プロセスフラグの値が“
０”に更新される。
【０１３２】
　図６は、特別図柄通常処理として、図４のステップＳ１１０にて実行される処理の一例
を示すフローチャートである。図６に示す特別図柄通常処理において、ＣＰＵ１０３は、
まず、第２特図保留記憶数が「０」であるか否かを判定する（ステップＳ２３１）。第２
特図保留記憶数は、第２特別図柄表示装置４Ｂによる第２特図を用いた特図ゲームの保留
記憶数である。例えば、ステップＳ２３１の処理では、ＲＡＭ１０２に記憶されている第
２保留記憶数カウント値を読み出し、その読出値が「０」であるか否かを判定すればよい
。
【０１３３】
　ステップＳ２３１にて第２特図保留記憶数が「０」以外であるときには（ステップＳ２
３１；Ｎｏ）、第２特図保留記憶部にて保留番号「１」に対応して記憶されている保留デ
ータとして、特図表示結果決定用の乱数値ＭＲ１、大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２を示
す数値データをそれぞれ読み出す（ステップＳ２３２）。このとき読み出された数値デー
タは、例えば変動用乱数バッファなどに格納されて、一時記憶されればよい。
【０１３４】
　ステップＳ２３２の処理に続いて、例えば第２保留記憶数カウント値を１減算して更新
することなどにより、第２特図保留記憶数を１減算させるように更新するとともに、第２
特図保留記憶部にて保留番号「１」より下位のエントリ（例えば保留番号「２」～「４」
に対応するエントリ）に記憶された乱数値ＭＲ１～ＭＲ３を示す保留データを、１エント
リずつ上位にシフトする（ステップＳ２３３）。また、ステップＳ２３３の処理では、Ｒ
ＡＭ１０２にて合計保留記憶数カウンタが記憶する合計保留記憶数カウント値を１減算す
るように更新してもよい。このときには、変動特図指定バッファの格納値である変動特図
指定バッファ値を「２」に更新する（ステップＳ２３４）。
【０１３５】
　ステップＳ２３１にて第２特図保留記憶数が「０」であるときには（ステップＳ２３１
；Ｙｅｓ）、第１特図保留記憶数が「０」であるか否かを判定する（ステップＳ２３５）
。第１特図保留記憶数は、第１特別図柄表示装置４Ａによる第１特図を用いた特図ゲーム
の保留記憶数である。例えば、ステップＳ２３５の処理では、ＲＡＭ１０２にて第１保留
記憶数カウンタが記憶する第１保留記憶数カウント値を読み出し、その読出値が「０」で
あるか否かを判定すればよい。このように、ステップＳ２３５の処理は、ステップＳ２３
１にて第２特図保留記憶数が「０」であると判定されたときに実行されて、第１特図保留
記憶数が「０」であるか否かを判定する。これにより、第２特図を用いた特図ゲームは、
第１特図を用いた特図ゲームよりも優先して実行が開始されることになる。
【０１３６】
　なお、第２特図を用いた特図ゲームが第１特図を用いた特図ゲームよりも優先して実行
されるものに限定されず、例えば第１始動入賞口や第２始動入賞口を遊技球が進入（通過
）して始動入賞が発生した順に、特図ゲームの実行が開始されるようにしてもよい。この
場合には、始動入賞が発生した順番を特定可能なデータを記憶するテーブルを設けて、そ
の記憶データから第１特図と第２特図のいずれを用いた特図ゲームの実行を開始するかが
決定できればよい。
【０１３７】
　ステップＳ２３５にて第１特図保留記憶数が「０」以外であるときには（ステップＳ２
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３５；Ｎｏ）、第１特図保留記憶部にて保留番号「１」に対応して記憶されている保留デ
ータとして、特図表示結果決定用の乱数値ＭＲ１、大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２を示
す数値データをそれぞれ読み出す（ステップＳ２３６）。このとき読み出された数値デー
タは、例えば変動用乱数バッファなどに格納されて、一時記憶されればよい。
【０１３８】
　ステップＳ２３６の処理に続いて、例えば第１保留記憶数カウント値を１減算して更新
することなどにより、第１特図保留記憶数を１減算させるように更新するとともに、第１
特図保留記憶部にて保留番号「１」より下位のエントリ（例えば保留番号「２」～「４」
に対応するエントリ）に記憶された乱数値ＭＲ１、ＭＲ２示す保留データを、１エントリ
ずつ上位にシフトする（ステップＳ２３７）。また、ステップＳ２３７の処理では、ＲＡ
Ｍ１０２にて合計保留記憶数カウンタが記憶する合計保留記憶数カウント値を１減算する
ように更新してもよい。このときには、変動特図指定バッファ値を「１」に更新する（ス
テップＳ２３８）。
【０１３９】
　ステップＳ２３４、Ｓ２３８の処理のいずれかを実行した後には、特別図柄の可変表示
結果である特図表示結果を「大当り」と「ハズレ」のいずれとするかを決定するための使
用テーブルとして、特図表示結果決定テーブルを選択してセットする（ステップＳ２３９
）。例えば、図７に示す特図表示結果決定テーブル１３０を使用テーブルにセットする。
また、ＣＰＵ１０３は、現在の遊技状態に対応した特図表示結果決定用テーブルデータを
選択すればよい。
【０１４０】
　特図表示結果決定テーブル１３０は、特別図柄表示装置４Ａによる第１特図を用いた特
図ゲームや第２特別図柄表示装置４Ｂによる第２特図を用いた特図ゲームにおいて可変表
示結果となる確定特別図柄が導出表示される以前に、その可変表示結果を「大当り」とし
て大当り遊技状態に制御するか否かを、特図表示結果決定用の乱数値ＭＲ１に基づいて決
定するために参照されるテーブルである。
【０１４１】
　特図表示結果決定テーブル１３０では、パチンコ遊技機１における遊技状態が通常状態
または時短状態（低確状態）であるか、確変状態（高確状態）であるかに応じて、特図表
示結果決定用の乱数値ＭＲ１と比較される数値（決定値）が、「大当り」や「ハズレ」の
特図表示結果に割り当てられている。
【０１４２】
　特図表示結果決定テーブル１３０において、特図表示結果決定用の乱数値ＭＲ１と比較
される決定値を示すテーブルデータは、特図表示結果を「大当り」として大当り遊技状態
に制御するか否かの決定結果に割り当てられる決定用データとなっている。特図表示結果
決定テーブル１３０では、遊技状態が確変状態（高確状態）であるときに、通常状態また
は時短状態（低確状態）であるときよりも多くの決定値が、「大当り」の特図表示結果に
割り当てられている。これにより、パチンコ遊技機１において確変制御が行われる確変状
態（高確状態）では、通常状態または時短状態（低確状態）であるときに比べて、特図表
示結果を「大当り」として大当り遊技状態に制御すると決定される確率が高くなる。すな
わち、特図表示結果決定テーブル１３０では、パチンコ遊技機１における遊技状態が確変
状態であるときに、通常状態や時短状態であるときに比べて大当り遊技状態に制御すると
決定される確率が高くなるように、決定用データが大当り遊技状態に制御するか否かの決
定結果に割り当てられている。
【０１４３】
　図６に示すステップＳ２３９の処理に続いて、変動用乱数バッファに格納された特図表
示結果決定用の乱数値ＭＲ１を示す数値データを、「大当り」や「ハズレ」の各特図表示
結果に割り当てられた決定値と比較して、特図表示結果を「大当り」と「ハズレ」のいず
れとするかを決定する（ステップＳ２４０）。
【０１４４】
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　ステップＳ２３９では現在の遊技状態に対応した特図表示結果決定用テーブルデータが
選択されていることから、ステップＳ２４０の処理では、特図ゲームなどの可変表示が開
始されるときの遊技状態が確変状態であるか否かに応じて、異なる決定用データを用いて
特図表示結果を「大当り」とするか否かが決定される。例えば、特図ゲームなどの可変表
示が開始されるときの遊技状態が通常状態又は時短状態であるときには、特図表示結果決
定テーブル１３０において遊技状態が通常状態又は時短状態の場合に対応するテーブルデ
ータが、通常決定用データとして選択され、これを参照して乱数値ＭＲ１に対応する特図
表示結果を決定する。これに対して、特図ゲームなどの可変表示が開始されるときの遊技
状態が確変状態であるときには、特図表示結果決定テーブル１３０において遊技状態が確
変状態の場合に対応するテーブルデータが、特別決定用データとして選択され、これを参
照して乱数値ＭＲ１に対応する特図表示結果を決定する。
【０１４５】
　ステップＳ２４０にて特図表示結果を決定した後には、その特図表示結果が「大当り」
であるか否かを判定する（ステップＳ２４１）。そして、「大当り」であると判定された
場合には（ステップＳ２４１；Ｙｅｓ）、ＲＡＭ１０２に設けられた大当りフラグをオン
状態にセットする（ステップＳ２４２）。このときには、大当り種別を複数種類のいずれ
かに決定するための使用テーブルとして、図８に示す大当り種別決定テーブル１３１を選
択してセットする（ステップＳ２４３）。
【０１４６】
　大当り種別決定テーブル１３１は、特図表示結果を「大当り」として大当り遊技状態に
制御すると決定されたときに、大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２に基づき、大当り種別を
複数種類のいずれかに決定するために参照されるテーブルである。大当り種別決定テーブ
ル１３１では、大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２と比較される数値（決定値）が、「非確
変」や「確変」といった複数種類の大当り種別に割り当てられている。
【０１４７】
　図６に示すステップＳ２４３にてセットされた大当り種別決定テーブル１３１を参照す
ることにより、変動用乱数バッファに格納された大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２を示す
数値データを、「非確変」、「確変」の各大当り種別に割り当てられた決定値のいずれと
合致するかに応じて、大当り種別を複数種別のいずれとするかを決定する（ステップＳ２
４４）。
【０１４８】
　ステップＳ２４４の処理にて大当り種別を決定することにより、大当り遊技状態の終了
後における遊技状態を、時短状態と、時短状態よりも遊技者にとって有利度が高い確変状
態とのうち、いずれの遊技状態に制御するかが、可変表示結果としての確定特別図柄が導
出される以前に決定されることになる。こうして決定された大当り種別に対応して、例え
ばＲＡＭ１０２に設けられた大当り種別バッファの格納値である大当り種別バッファ値を
設定することなどにより（ステップＳ２４５）、決定された大当り種別を記憶させる。一
例として、大当り種別が「非確変」であれば大当り種別バッファ値を「０」とし、「確変
」であれば「１」とすればよい。
【０１４９】
　ステップＳ２４１にて「大当り」ではないと判定された場合や（ステップＳ２４１；Ｎ
ｏ）、ステップＳ２４５の処理を実行した後には、大当り遊技状態に制御するか否かの事
前決定結果、さらには、大当り遊技状態とする場合における大当り種別の決定結果に対応
して、確定特別図柄を設定する（ステップＳ２４８）。一例として、ステップＳ２４１に
て特図表示結果が「大当り」であると判定された場合には、ステップＳ２４４における大
当り種別の決定結果に応じて、大当り図柄となる「３」、「５」、「７」の数字を示す特
別図柄のいずれかを、確定特別図柄に設定する。すなわち、大当り種別を「非確変」とす
る決定結果に応じて、通常開放ラウンド大当り図柄のうち通常大当り図柄となる「３」の
数字を示す特別図柄を、確定特別図柄に設定する。また、大当り種別を「確変」とする決
定結果に応じて、通常開放ラウンド大当り図柄のうち確変大当り図柄となる「７」の数字
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を示す特別図柄を、確定特別図柄に設定する。
【０１５０】
　ステップＳ２４８にて確定特別図柄を設定した後には、特図プロセスフラグの値を変動
パターン設定処理に対応した値である“１”に更新してから（ステップＳ２４９）、特別
図柄通常処理を終了する。ステップＳ２３５にて第１特図を用いた特図ゲームの保留記憶
数が「０」である場合には（ステップＳ２３５；Ｙｅｓ）、所定のデモ表示設定を行って
から（ステップＳ２５０）、特別図柄通常処理を終了する。このデモ表示設定では、例え
ば画像表示装置５において所定の演出画像を表示することなどによるデモンストレーショ
ン表示（デモ画面表示）を指定する演出制御コマンド（客待ちデモ指定コマンド）が、主
基板１１から演出制御基板１２に対して送信済みであるか否かを判定する。このとき、送
信済みであれば、そのままデモ表示設定を終了する。これに対して、未送信であれば、客
待ちデモ指定コマンドを送信するための設定を行ってから、デモ表示設定を終了する。
【０１５１】
　図９は、変動パターン設定処理として、図４のステップＳ１１１にて実行される処理の
一例を示すフローチャートである。図９に示す変動パターン設定処理において、ＣＰＵ１
０３は、まず、大当りフラグがオンであるか否かを判定する（ステップＳ２６１）。そし
て、大当りフラグがオンであれば（ステップＳ２６１；Ｙｅｓ）、変動パターンを複数種
別のいずれかに決定するための使用テーブルとして、大当り変動パターン決定テーブルを
選択してセットする（ステップＳ２６２）。また、例えばＲＡＭ１０２に記憶されている
大当り種別バッファ値を読み取ることなどにより、大当り種別が「非確変」、「確変」の
いずれであるかを特定する（ステップＳ２６３）。
【０１５２】
　大当り変動パターン決定テーブルは、特図表示結果を「大当り」にすると決定（事前決
定）されたときに、大当り種別の決定結果に応じて、変動パターンを、変動パターン決定
用の乱数値ＭＲ３に基づいて、複数種類のうちのいずれかに決定するために参照されるテ
ーブルである。大当り変動パターン決定テーブル１３２Ａでは、大当り種別の決定結果に
応じて、変動パターン決定用の乱数値ＭＲ３と比較される数値（決定値）が割り当てられ
ている。
【０１５３】
　大当り変動パターン決定テーブルでは、大当り種別が複数種類のいずれに決定されたか
に応じて、各変動パターンに決定される割合が異なるように、決定値が各変動パターンに
割り当てられている部分がある。例えば、大当り種別が「非確変」であるか「確変」であ
るかに応じて、決定値の割当てが異なっている。これにより、大当り種別を複数種類のい
ずれにするかの決定結果に応じて、同一の変動パターンに決定される割合を異ならせるこ
とができる。
【０１５４】
　なお、大当り種別が「非確変」、「確変」のいずれかに決定された場合に、パチンコ遊
技機１における遊技状態が通常状態や確変状態、時短状態のいずれであるかに応じて、各
変動パターンに対する決定値の割当てを異ならせるようにしてもよい。これにより、遊技
状態が複数種類のいずれであるかに応じて、同一の変動パターンに決定される割合を異な
らせることができる。また、大当り種別が「非確変」、「確変」のいずれかに決定された
場合に、パチンコ遊技機１における遊技状態が通常状態や確変状態、時短状態のいずれで
あるかに応じて、異なる変動パターンに決定値が割り当てられるようにしてもよい。これ
により、遊技状態が複数種類のいずれであるかに応じて、異なる変動パターンに決定する
ことができる。
【０１５５】
　図９に示すステップＳ２６１にて大当りフラグがオフであるときには（ステップＳ２６
１；Ｎｏ）、変動パターンを複数種類のいずれかに決定するための使用テーブルとして、
ハズレ変動パターン決定テーブルを選択してセットする（ステップＳ２６７）。例えばＲ
ＡＭ１０２に設けられた時短フラグがオンであるか否かを判定することなどにより、遊技
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状態が確変状態や時短状態で時短制御が行われる時短制御中であるか否かを特定する（ス
テップＳ２６８）。
【０１５６】
　ハズレ変動パターン決定テーブルは、特図表示結果を「ハズレ」にすると決定（事前決
定）されたときに、変動パターンを、変動パターン決定用の乱数値ＭＲ３に基づいて、複
数種類のうちのいずれかに決定するために参照されるテーブルである。
【０１５７】
　ハズレ変動パターン決定テーブルでは、遊技状態が通常状態であるか確変状態や時短状
態において時短制御中であるかに応じて、各変動パターンに決定される割合が異なるよう
に、決定値が各変動パターンに割り当てられている部分がある。これにより、遊技状態が
通常状態であるか確変状態や時短状態において時短制御中であるかに応じて、同一の変動
パターンに決定される割合を異ならせることができる。ハズレ変動パターン決定テーブル
では、遊技状態が通常状態であるか確変状態や時短状態において時短制御中であるかに応
じて、異なる変動パターンに決定値が割り当てられている部分がある。これにより、遊技
状態が通常状態であるか確変状態や時短状態において時短制御中であるかに応じて、異な
る変動パターンに決定することができる。
【０１５８】
　図９に示すステップＳ２６３、Ｓ２６８の処理のいずれかを実行した後には、例えば変
動用乱数バッファなどに格納されている変動パターン決定用の乱数値ＭＲ３を示す数値デ
ータなどに基づき、使用テーブルにセットされた変動パターン決定テーブルを参照するこ
とにより、変動パターンを複数種類のいずれかに決定する（ステップＳ２６９）。ここで
、ステップＳ２６９の処理では、第１始動条件が成立したことに基づき第１特別図柄表示
装置４Ａにより第１特図を用いて実行される特図ゲームに対応した飾り図柄の変動パター
ンを決定するか、第２始動条件が成立したことに基づき第２特別図柄表示装置４Ｂにより
第２特図を用いて実行される特図ゲームに対応した飾り図柄の変動パターンを決定するか
にかかわらず、共通のランダムカウンタなどによって更新される変動パターン決定用とな
る共通の乱数値ＭＲ３を示す数値データを用いて、共通の処理モジュールにより変動パタ
ーンを複数種類のいずれかに決定することができる。
【０１５９】
　大当りフラグがオンであるときには、大当り変動パターン決定テーブルを構成するテー
ブルデータのうちから、ステップＳ２６３の処理により特定された大当り種別に対応する
テーブルデータを選択し、変動パターン決定用の乱数値ＭＲ３を示す数値データに対応す
る決定値が割り当てられた変動パターンを決定できればよい。こうして、ＣＰＵ１０３は
、特図表示結果を「大当り」にする決定結果に対応して予め複数用意された変動パターン
のうちから、いずれかの変動パターンに決定できればよい。
【０１６０】
　大当りフラグがオフであるときには、ステップＳ２６９の処理にて変動パターンを決定
することにより、飾り図柄の可変表示態様を「リーチ」とするか否かが決定される。すな
わち、ステップＳ２６９の処理には、可変表示結果が「ハズレ」となる場合に、飾り図柄
の可変表示状態をリーチ状態とするか否かを決定する処理が含まれている。
【０１６１】
　ステップＳ２６９にて変動パターンを決定した後には、その変動パターンの決定結果に
応じた特別図柄の可変表示時間である特図変動時間を設定する（ステップＳ２７０）。特
別図柄の可変表示時間となる特図変動時間は、特図ゲームにおいて特別図柄の変動を開始
してから可変表示結果（特図表示結果）となる確定特別図柄が導出表示されるまでの所要
時間である。
【０１６２】
　ステップＳ２７０の処理を実行した後、変動特図指定バッファ値に応じて、第１特別図
柄表示装置４Ａにおける第１特図を用いた特図ゲームと、第２特別図柄表示装置４Ｂにお
ける第２特図を用いた特図ゲームのいずれかを開始させるように、特別図柄の変動を開始
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させるための設定を行う（ステップＳ２７１）。一例として、変動特図指定バッファ値が
「１」であれば、第１特別図柄表示装置４Ａにおける第１特図の表示を更新させる駆動信
号を送信するための設定を行う。一方、変動特図指定バッファ値が「２」であれば、第２
特別図柄表示装置４Ｂにおける第２特図の表示を更新させる駆動信号を送信するための設
定を行う。
【０１６３】
　ステップＳ２７１の処理に続いて、特別図柄の変動開始時用となる各種コマンドを送信
するための設定を行う（ステップＳ２７２）。例えば、変動特図指定バッファ値が「１」
である場合に、ＣＰＵ１０３は、主基板１１から演出制御基板１２に対して遊技状態指定
コマンド、第１変動開始コマンド、変動パターン指定コマンド、可変表示結果通知コマン
ド、第１保留記憶数通知コマンドを順次に送信するために、予め用意された第１変動開始
用コマンドテーブルのＲＯＭ１０１における記憶アドレス（先頭アドレス）を示す設定デ
ータを、ＲＡＭ１０２に設けられた送信コマンドバッファにおいて送信コマンドポインタ
によって指定されたバッファ領域に格納する。他方、変動特図指定バッファ値が「２」で
ある場合に、ＣＰＵ１０３は、主基板１１から演出制御基板１２に対して遊技状態指定コ
マンド、第２変動開始コマンド、変動パターン指定コマンド、可変表示結果通知コマンド
、第２保留記憶数通知コマンドを順次に送信するために、予め用意された第２変動開始用
コマンドテーブルのＲＯＭ１０１における記憶アドレスを示す設定データを、送信コマン
ドバッファにおいて送信コマンドポインタによって指定されたバッファ領域に格納する。
【０１６４】
　ここで、第１変動開始コマンドは、第１特別図柄表示装置４Ａにおける第１特図を用い
た特図ゲームにおける変動開始を指定するコマンドである。第２変動開始コマンドは、第
２特別図柄表示装置４Ｂにおける第２特図を用いた特図ゲームにおける変動開始を指定す
るコマンドである。変動パターン指定コマンドは、特図ゲームにおける特別図柄の可変表
示に対応して画像表示装置５における「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア５
Ｌ、５Ｃ、５Ｒで可変表示される飾り図柄などの変動パターンを指定する変動パターン指
定コマンドである。可変表示結果通知コマンドは、特別図柄や飾り図柄などの可変表示結
果を指定するコマンドである。遊技状態指定コマンドは、パチンコ遊技機１における現在
の遊技状態を指定するコマンドである。
【０１６５】
　ステップＳ２７２でのコマンド送信設定に基づいて、変動パターン設定処理が終了して
から所定のコマンド制御処理が実行されるごとに、主基板１１から演出制御基板１２に対
して遊技状態指定コマンド、第１変動開始コマンドまたは第２変動開始コマンド、変動パ
ターン指定コマンド、可変表示結果通知コマンド、第１保留記憶数通知コマンドまたは第
２保留記憶数通知コマンドが、順次に送信されることになる。なお、これらの演出制御コ
マンドが送信される順番は任意に変更可能であり、例えば可変表示結果通知コマンドを最
初に送信してから、第１変動開始コマンドまたは第２変動開始コマンド、変動パターン指
定コマンド、遊技状態指定コマンド、第１保留記憶数通知コマンドまたは第２保留記憶数
通知コマンドの順などで送信されるようにしてもよい。
【０１６６】
　その後、特図プロセスフラグの値を特別図柄変動処理に対応した値である“２”に更新
してから（ステップＳ２７３）、変動パターン設定処理を終了する。
【０１６７】
　次に、演出制御基板１２における動作を説明する。演出制御基板１２では、電源基板等
から電源電圧の供給を受けると、演出制御用ＣＰＵ１２０が起動して、所定の演出制御メ
イン処理を実行する。演出制御メイン処理を開始すると、演出制御用ＣＰＵ１２０は、ま
ず、所定の初期化処理を実行して、ＲＡＭ１２２のクリアや各種初期値の設定、また演出
制御基板１２に搭載されたＣＴＣ（カウンタ／タイマ回路）のレジスタ設定等を行う。そ
の後、タイマ割込みフラグがオンとなっているか否かの判定を行う。タイマ割込みフラグ
は、例えばＣＴＣのレジスタ設定に基づき、所定時間（例えば２ミリ秒）が経過するごと
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にオン状態にセットされる。このとき、タイマ割込みフラグがオフであれば、待機する。
【０１６８】
　また、演出制御基板１２の側では、所定時間が経過するごとに発生するタイマ割込みと
は別に、主基板１１から演出制御コマンドを受信するための割込みが発生する。この割込
みは、例えば主基板１１からの演出制御ＩＮＴ信号がオン状態となることにより発生する
割込みである。演出制御ＩＮＴ信号がオン状態となることによる割込みが発生すると、演
出制御用ＣＰＵ１２０は、自動的に割込み禁止に設定するが、自動的に割込み禁止状態に
ならないＣＰＵを用いている場合には、割込み禁止命令（ＤＩ命令）を発行することが望
ましい。演出制御用ＣＰＵ１２０は、演出制御ＩＮＴ信号がオン状態となることによる割
込みに対応して、例えば所定のコマンド受信割込み処理を実行する。このコマンド受信割
込み処理では、Ｉ／Ｏ１２５に含まれる入力ポートのうちで、中継基板１５を介して主基
板１１から送信された制御信号を受信する所定の入力ポートより、演出制御コマンドとな
る制御信号を取り込む。このとき取り込まれた演出制御コマンドは、例えばＲＡＭ１２２
に設けられた演出制御コマンド受信用バッファに格納する。一例として、演出制御コマン
ドが２バイト構成である場合には、１バイト目（ＭＯＤＥ）と２バイト目（ＥＸＴ）を順
次に受信して演出制御コマンド受信用バッファに格納する。その後、演出制御用ＣＰＵ１
２０は、割込み許可に設定してから、コマンド受信割込み処理を終了する。
【０１６９】
　タイマ割込みフラグがオンである場合には、タイマ割込みフラグをクリアしてオフ状態
にするとともに、コマンド解析処理を実行する。コマンド解析処理では、例えば主基板１
１の遊技制御用マイクロコンピュータ１００から送信されて演出制御コマンド受信用バッ
ファに格納されている各種の演出制御コマンドを読み出した後に、その読み出された演出
制御コマンドに対応した設定や制御などが行われる。
【０１７０】
　コマンド解析処理を実行した後には、演出制御プロセス処理を実行する。演出制御プロ
セス処理では、例えば画像表示装置５の表示領域における演出画像の表示動作、スピーカ
８Ｌ、８Ｒからの音声出力動作、遊技効果ランプ９及び装飾用ＬＥＤといった装飾発光体
における点灯動作、演出用模型における駆動動作といった、各種の演出装置を用いた演出
動作の制御内容について、主基板１１から送信された演出制御コマンド等に応じた判定や
決定、設定などが行われる。
【０１７１】
　演出制御プロセス処理に続いて、演出用乱数更新処理が実行され、演出制御に用いる各
種の乱数値として、ＲＡＭ１２２のランダムカウンタによってカウントされる演出用乱数
を示す数値データを、ソフトウェアにより更新する。
【０１７２】
　図１０は、演出制御プロセス処理の一例を示すフローチャートである。図１０に示す演
出制御プロセス処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、例えばＲＡＭ１２２などに設
けられた演出プロセスフラグの値に応じて、以下のようなステップＳ１７０～Ｓ１７５の
処理のいずれかを選択して実行する。
【０１７３】
　ステップＳ１７０の可変表示開始待ち処理は、演出プロセスフラグの値が“０”のとき
に実行される処理である。この可変表示開始待ち処理は、主基板１１からの第１変動開始
コマンドあるいは第２変動開始コマンドなどを受信したか否かに基づき、画像表示装置５
における飾り図柄の可変表示を開始するか否かを判定する処理などを含んでいる。
【０１７４】
　ステップＳ１７１の可変表示開始設定処理は、演出プロセスフラグの値が“１”のとき
に実行される処理である。この可変表示開始設定処理は、第１特別図柄表示装置４Ａや第
２特別図柄表示装置４Ｂによる特図ゲームにおいて特別図柄の可変表示が開始されること
に対応して、画像表示装置５における飾り図柄の可変表示や、その他の各種演出動作を行
うために、特別図柄の変動パターンや表示結果の種類などに応じた最終停止図柄や各種の
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演出制御パターンを決定する処理などを含んでいる。
【０１７５】
　ステップＳ１７２の可変表示中演出処理は、演出プロセスフラグの値が“２”のときに
実行される処理である。この可変表示中演出処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、
ＲＡＭ１２２に設けられた演出制御プロセスタイマにおけるタイマ値に対応して、演出制
御パターンから各種の制御データを読み出し、飾り図柄の可変表示中における各種の演出
制御を行う。こうした演出制御を行った後、例えば特図変動時演出制御パターンから飾り
図柄の可変表示終了を示す終了コードが読み出されたこと、あるいは、主基板１１から伝
送される図柄確定コマンドを受信したことなどに対応して、飾り図柄の可変表示結果とな
る最終停止図柄としての最終停止図柄を完全停止表示させる。特図変動時演出制御パター
ンから終了コードが読み出されたことに対応して最終停止図柄を完全停止表示させるよう
にすれば、変動パターン指定コマンドにより指定された変動パターンに対応する可変表示
時間が経過したときに、主基板１１からの演出制御コマンドによらなくても、演出制御基
板１２の側で自律的に最終停止図柄を導出表示して可変表示結果を確定させることができ
る。最終停止図柄を完全停止表示したときには、演出プロセスフラグの値が“３”に更新
される。
【０１７６】
　ステップＳ１７３の特図当り待ち処理は、演出プロセスフラグの値が“３”のときに実
行される処理である。この特図当り待ち処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、主基
板１１から伝送された当り開始指定コマンドの受信があったか否かを判定する。そして、
当り開始指定コマンドを受信したときに、その当り開始指定コマンドが大当り遊技状態の
開始を指定するものであれば、演出プロセスフラグの値を大当り中演出処理に対応した値
である“４”に更新する。また、当り開始指定コマンドを受信せずに、演出制御プロセス
タイマがタイムアウトしたときには、特図ゲームにおける特図表示結果が「ハズレ」であ
ったと判断して、演出プロセスフラグの値を初期値である“０”に更新する。
【０１７７】
　ステップＳ１７４の大当り中演出処理は、演出プロセスフラグの値が“４”のときに実
行される処理である。この大当り中演出処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、例え
ば大当り遊技状態における演出内容に対応した演出制御パターン等を設定し、その設定内
容に基づく演出画像を画像表示装置５の表示画面に表示させることや、音声制御基板１３
に対する指令（効果音信号）の出力によりスピーカ８Ｌ、８Ｒから音声や効果音を出力さ
せること、ランプ制御基板１４に対する指令（電飾信号）の出力により遊技効果ランプ９
や装飾用ＬＥＤを点灯／消灯／点滅させることといった、大当り遊技状態における各種の
演出制御を実行する。また、大当り中演出処理では、例えば主基板１１からの当り終了指
定コマンドを受信したことに対応して、演出制御プロセスフラグの値をエンディング演出
処理に対応した値である“５”に更新する。
【０１７８】
　ステップＳ１７７のエンディング演出処理は、演出プロセスフラグの値が“５”のとき
に実行される処理である。このエンディング演出処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０
は、例えば大当り遊技状態の終了などに対応した演出制御パターン等を設定し、その設定
内容に基づく演出画像を画像表示装置５の表示画面に表示させることや、音声制御基板１
３に対する指令（効果音信号）の出力によりスピーカ８Ｌ、８Ｒから音声や効果音を出力
させること、ランプ制御基板１４に対する指令（電飾信号）の出力により遊技効果ランプ
９や装飾用ＬＥＤを点灯／消灯／点滅させることといった、大当り遊技状態の終了時にお
ける各種の演出制御を実行する。
【０１７９】
　図１１は、可変表示開始設定処理として、図１０のステップＳ１７１にて実行される処
理の一例を示すフローチャートである。図１１に示す可変表示開始設定処理において、演
出制御用ＣＰＵ１２０は、まず、例えば主基板１１から伝送された可変表示結果通知コマ
ンドにおけるＥＸＴデータを読み取ることなどにより、特図表示結果が「ハズレ」となる
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か否かを判定する（ステップＳ５２１）。特図表示結果が「ハズレ」となる旨の判定がな
されたときには（ステップＳ５２１；Ｙｅｓ）、例えば主基板１１から伝送された変動パ
ターン指定コマンドにおけるＥＸＴデータを読み取ることなどにより、指定された変動パ
ターンが飾り図柄の可変表示態様を「非リーチ」とする場合に対応した非リーチ変動パタ
ーンであるか否かを判定する（ステップＳ５２２）。
【０１８０】
　ステップＳ５２２にて非リーチ変動パターンであると判定された場合には（ステップＳ
５２２；Ｙｅｓ）、非リーチ組合せを構成する最終停止図柄となる最終停止図柄の組合せ
を決定する（ステップＳ５２３）。一例として、ステップＳ５２３の処理では、まず、Ｒ
ＡＭ１２２に設けられたランダムカウンタ等により更新される左最終停止図柄決定用の乱
数値を示す数値データを抽出し、ＲＯＭ１２１などに予め記憶された所定の左最終停止図
柄決定テーブルを参照することなどにより、最終停止図柄のうち画像表示装置５の表示領
域における「左」の飾り図柄表示エリア５Ｌに停止表示される左最終停止図柄を決定する
。次に、ＲＡＭ１２２に設けられたランダムカウンタ等により更新される右最終停止図柄
決定用の乱数値を示す数値データを抽出し、ＲＯＭ１２１などに予め記憶された所定の右
最終停止図柄決定テーブルを参照することなどにより、最終停止図柄のうち画像表示装置
５の表示領域における「右」の飾り図柄表示エリア５Ｒに停止表示される右最終停止図柄
を決定する。このときには、右最終停止図柄決定テーブルにおける設定などにより、右最
終停止図柄の図柄番号が左最終停止図柄の図柄番号とは異なるように、決定されるとよい
。続いて、ＲＡＭ１２２に設けられたランダムカウンタ等により更新される中最終停止図
柄決定用の乱数値を示す数値データを抽出し、ＲＯＭ１２１などに予め記憶された所定の
中最終停止図柄決定テーブルを参照することなどにより、最終停止図柄のうち画像表示装
置５の表示領域における「中」の飾り図柄表示エリア５Ｃに停止表示される中最終停止図
柄を決定する。なお、ステップＳ５２３の処理では、変動図柄予告を実行中である場合に
対応して、所定のチャンス目図柄となる非リーチ組合せの最終停止図柄を決定すればよい
。
【０１８１】
　ステップＳ５２２にて非リーチ変動パターンではないと判定された場合には（ステップ
Ｓ５２２；Ｎｏ）、リーチ組合せを構成する最終停止図柄となる最終停止図柄の組合せを
決定する（ステップＳ５２４）。一例として、ステップＳ５２４の処理では、まず、ＲＡ
Ｍ１２２に設けられたランダムカウンタ等により更新される左右最終停止図柄決定用の乱
数値を示す数値データを抽出し、ＲＯＭ１２１などに予め記憶された所定の左右最終停止
図柄決定テーブルを参照することなどにより、最終停止図柄のうち画像表示装置５の表示
領域における「左」と「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｒにて揃って停止表示される
図柄番号が同一の飾り図柄を決定する。さらに、ＲＡＭ１２２に設けられたランダムカウ
ンタ等により更新される中最終停止図柄決定用の乱数値を示す数値データを抽出し、ＲＯ
Ｍ１２１などに予め記憶された所定の中最終停止図柄決定テーブルを参照することなどに
より、最終停止図柄のうち画像表示装置５の表示領域における「中」の飾り図柄表示エリ
ア５Ｃにて停止表示される中最終停止図柄を決定する。ここで、例えば中最終停止図柄の
図柄番号が左最終停止図柄及び右最終停止図柄の図柄番号と同一になる場合のように、最
終停止図柄が大当り組合せとなってしまう場合には、任意の値（例えば「１」）を中最終
停止図柄の図柄番号に加算または減算することなどにより、最終停止図柄が大当り組合せ
とはならずにリーチ組合せとなるようにすればよい。あるいは、中最終停止図柄を決定す
るときには、左最終停止図柄及び右最終停止図柄の図柄番号との差分（図柄差）を決定し
、その図柄差に対応する中最終停止図柄を設定してもよい。
【０１８２】
　ステップＳ５２１にて特図表示結果が「ハズレ」ではないと判定されたときには（ステ
ップＳ５２１；Ｎｏ）、大当り組合せを構成する最終停止図柄となる最終停止図柄の組合
せを決定する（ステップＳ５２７）。一例として、ステップＳ５２７の処理では、まず、
ＲＡＭ１２２のランダムカウンタなどにより更新される大当り確定図柄決定用の乱数値を
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示す数値データを抽出し、続いてＲＯＭ１２１などに予め記憶された所定の大当り確定図
柄決定テーブルを参照することなどにより、画像表示装置５の画面上で「左」、「中」、
「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒに揃って停止表示される図柄番号が同一の
飾り図柄を決定する。このときには、大当り種別が「非確変」、「確変」のいずれである
かや、大当り中における昇格演出の有無などに応じて、異なる飾り図柄を最終停止図柄と
する決定が行われるようにしてもよい。
【０１８３】
　具体的な一例として、大当り種別が「非確変」である場合には、複数種類の通常図柄の
うちいずれか１つの飾り図柄を選択して、非確変大当り組合せを構成する最終停止図柄に
決定すればよい。また、大当り種別が「確変」である場合には、複数種類の通常図柄また
は確変図柄のうちからいずれか１つの飾り図柄を選択して、非確変大当り組合せまたは確
変大当り組合せを構成する最終停止図柄に決定すればよい。このとき、非確変大当り組合
せの最終停止図柄に決定された場合には、可変表示中の再抽選演出において確変状態に制
御される旨の報知が行われず、大当り遊技状態に対応して実行される大当り中昇格演出な
どにより確変状態に制御される旨が報知されればよい。他方、確変大当り組合せの最終停
止図柄に決定された場合には、可変表示中の再抽選演出において、あるいは再抽選演出を
実行することなく、確変状態に制御される旨の報知が行われる。
【０１８４】
　ステップＳ５２３、Ｓ５２４、Ｓ５２７の処理のいずれかを実行して決定された最終停
止図柄の図柄番号は、例えば、ＲＡＭ１２２に設けられ、演出動作を制御するために用い
られる各種データを保持する領域（演出制御用データ保持エリア）に記憶される。
【０１８５】
　ステップＳ５２３、Ｓ５２４、Ｓ５２７の処理のいずれかを実行した後には、演出制御
用ＣＰＵ１２０は、ルーレット演出実行設定処理を行う（ステップＳ５２８）。ルーレッ
ト演出とは、「擬似連」の可変表示演出の各実行回において、ノーマルリーチＣに対応す
るキャラクタＣ、スーパーリーチＳに対応するキャラクタＳ、スーパーリーチＡに対応す
るキャラクタＡ、スーパーリーチＢに対応するキャラクタＢなどを画像表示装置５に表示
させるとともに、所定の条件の下、「擬似連」の可変表示演出の実行回の増加に伴って、
表示させるキャラクタを段階的に増加させ、更に、「擬似連」の可変表示演出の最終の実
行回において、表示されているキャラクタの中から、設定されたリーチパターンに対応す
る１つのキャラクタを決定する演出を行うことにより、その決定したキャラクタに対応す
るリーチパターンでのリーチ演出が行われることを遊技者に報知する演出である。
【０１８６】
　図１１のステップＳ５２８にてルーレット演出実行設定処理を実行した後には、その他
の可変表示中における演出の実行設定を行う（ステップＳ５２９）。一例として、ステッ
プＳ５２９の処理では、ルーレット演出とは異なる変動中予告演出を実行するための設定
が行われてもよい。変動中予告演出は、開始条件が成立した特図ゲームに対応して実行さ
れる飾り図柄の可変表示中に、その可変表示結果が「大当り」となる可能性などを予告す
る予告演出であればよい。
【０１８７】
　変動中予告演出としては、例えば可変表示の開始時や実行中における所定のタイミング
にて、スピーカ８Ｌ、８Ｒから所定の効果音（例えばアラーム音やチャイム音、サイレン
音など）が出力されるような態様の演出や、遊技効果ランプ９などに含まれるフラッシュ
ランプが光るような態様の演出のうち、一部または全部を含む所定態様の演出を実行する
ことにより、可変表示結果が「大当り」となることを直ちに告知（確定的に報知）する一
発告知態様の演出が実行されてもよい。あるいは、変動中予告演出として、可変表示結果
が「大当り」となることに対応した特別な演出画像（プレミアム画像）を表示する演出が
実行されてもよい。
【０１８８】
　他の一例として、ステップＳ５２９の処理では、可変表示結果が「大当り」となる可能
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性などにはかかわらず、例えば賑やかしのために所定態様の演出を実行するための設定が
行われてもよい。より具体的には、遊技効果ランプ９に含まれる所定のランプが光るよう
な態様の演出や、ミニキャラとなる所定の演出画像を表示する演出といった、所定態様の
演出を実行できればよい。
【０１８９】
　その後、演出制御パターンを予め用意された複数パターンのいずれかに決定する（ステ
ップＳ５３０）。このとき、演出制御用ＣＰＵ１２０は、例えば変動パターン指定コマン
ドにより指定された変動パターンなどに対応して、複数用意された特図変動時演出制御パ
ターンのいずれかを選択し、使用パターンとしてセットする。
【０１９０】
　ステップＳ５３０の処理を実行した後には、例えば変動パターン指定コマンドにより指
定された変動パターンに対応して、ＲＡＭ１２２に設けられた演出制御プロセスタイマの
初期値を設定する（ステップＳ５３１）。続いて、画像表示装置５における飾り図柄など
の変動を開始させるための設定を行う（ステップＳ５３２）。このときには、例えばステ
ップＳ５３０にて使用パターンとして決定された特図変動時演出制御パターンに含まれる
表示制御データが指定する表示制御指令を表示制御部１２３のＶＤＰ等に対して伝送させ
ることなどにより、画像表示装置５の画面上に設けられた「左」、「中」、「右」の各飾
り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにて飾り図柄の変動を開始させればよい。その後、演
出プロセスフラグの値を可変表示中演出処理に対応した値である“２”に更新してから（
ステップＳ５３３）、可変表示開始設定処理を終了する。
【０１９１】
　図１２は、図１１に示すステップＳ５２８のルーレット演出実行設定処理の一例を示す
フローチャートである。
【０１９２】
　ルーレット演出実行設定処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、まず、変動パター
ン指定コマンドに示された変動パターンなどに基づいてルーレット演出の実行の有無を決
定する（ステップＳ７７１）。ここで、演出制御用ＣＰＵ１２０は、変動パターンの内容
が「擬似連」の可変表示演出が実行されること、及び、リーチ演出が実行されることを示
す場合、ルーレット演出の実行ありと決定し、それ以外の場合には、ルーレット演出の実
行なしと決定する。例えば、図３に示す変動パターンの場合、演出制御用ＣＰＵ１２０は
、変動パターン指定コマンド内のＥＸＴデータが示す変動パターンが、変動パターンＰＢ
２－１－１～ＰＢ２－３－４、ＰＢ４－１－１～ＰＢ４－３－４の何れかであれば、ルー
レット演出の実行ありと決定する。なお、演出制御用ＣＰＵ１２０は、変動パターンの内
容が「擬似連」の可変表示演出が実行されること、及び、リーチ演出が実行されることを
示す場合に、常に、ルーレット演出の実行ありと決定しなくてもよく、一定の割合で、ル
ーレット演出の実行ありと決定するようにしてもよい。
【０１９３】
　次に、演出制御用ＣＰＵ１２０は、ルーレット演出の実行を決定したか否かを判定する
（ステップＳ７７２）。ルーレット演出の実行を決定しなかったときには（ステップＳ７
７２；Ｎｏ）、ルーレット演出実行設定処理を終了する。一方、ルーレット演出の実行を
決定したときには（ステップＳ７７２；Ｙｅｓ）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、例えば、
ＲＡＭ１２２に設けられた演出制御用データ保持エリアにおいて、ルーレット演出の実行
が決定されたことを示すフラグ（ルーレット演出実行決定フラグ）をオンに設定する（ス
テップＳ７７３）。
【０１９４】
　次に、演出制御用ＣＰＵ１２０は、変動パターン指定コマンドに示された変動パターン
などに基づいて、設定された擬似連変動の回数（擬似連設定回数）と設定されたリーチパ
ターン（設定リーチパターン）とを判別する（ステップＳ７７４）。例えば、変動パター
ン指定コマンド内のＥＸＴデータが示す変動パターンが、図３に示す変動パターンＰＢ４
－３－３である場合には、演出制御用ＣＰＵ１２０は、擬似連設定回数を３回と判別し、



(37) JP 5856582 B2 2016.2.10

10

20

30

40

50

設定リーチパターンをスーパーリーチＡと判別する。
【０１９５】
　次に、演出制御用ＣＰＵ１２０は、ＲＡＭ１２２に記憶されたルーレット演出パターン
テーブルから、ステップＳ７７４において判別した擬似連設定回数及び設定リーチパター
ンに対応するルーレット演出パターンデータを取得し、その取得したルーレット演出パタ
ーンデータをＲＡＭ１２２に設けられた演出制御用データ保持エリアに記憶させる（ステ
ップＳ７７５）。
【０１９６】
　図１３～図１５は、ルーレット演出パターンテーブルの構成例を示す図である。図１３
～図１５に示すルーレット演出パターンテーブルは、擬似連設定回数と設定リーチパター
ンとに応じてルーレット演出パターンデータが一意に定まるように設定されたテーブルの
一例である。ルーレット演出パターンデータは、ルーレット演出の態様を示す情報であり
、可変表示演出が再開される場合の各再開回に表示されるキャラクタと、最終の再開回に
おいて決定される１つのキャラクタとを指定する情報である。演出制御用ＣＰＵ１２０は
、これら図１３～図１５に示すルーレット演出パターンテーブルの何れかから、ステップ
Ｓ７７４において判別した擬似連設定回数及び設定リーチパターンに対応するルーレット
演出パターンデータを取得する。
【０１９７】
　図１３～図１５に示すルーレット演出パターンテーブルにおいては、各キャラクタが表
示数に応じた割合で決定されるであろうという遊技者が抱く前提の下で、遊技者が認識す
る大当りの期待度が、可変表示演出の再開数の増加にしたがって大きく低下してしまうこ
とがないように、可変表示演出の所定の再開回における大当り信頼度よりも、その後の可
変表示演出の再開回における大当り信頼度が低下しない、あるいは、低下の度合いが小さ
くなるという条件（大当り信頼度の遷移条件）を満たすようなルーレット演出パターンデ
ータが設定される。ここで、可変表示演出の再開回における大当り信頼度とは、その再開
回において表示される各キャラクタに対応するリーチパターンにより特定される大当り信
頼度の平均値を意味する。また、図１３～図１５に示すルーレット演出パターンテーブル
において、ルーレット演出パターンデータは、可変表示演出の最終の再開回において決定
されるキャラクタが、可変表示演出の最終の再開回において他のキャラクタと同数又は他
のキャラクタよりも多く表示されるように設定されている。このため、可変表示演出の最
終の再開回において表示されるキャラクタの数に応じて遊技者が予測する見た目上のキャ
ラクタの決定確率が最も高いキャラクタが、実際に決定されるキャラクタとなる。但し、
必ずしも、可変表示演出の最終の再開回における表示数が多いキャラクタが決定される必
要はなく、ルーレット演出パターンデータは、可変表示演出の最終の再開回における表示
数が少ないキャラクタが決定されるように設定されていてもよい。
【０１９８】
　図１３に示すルーレット演出パターンテーブルにおいては、上述した大当り信頼度の遷
移条件を満たすために、可変表示演出の所定の再開回において所定のキャラクタが表示さ
れた場合には、その後の可変表示演出の再開回において、その所定のキャラクタに対応す
るリーチパターンよりも大当り信頼度が低いリーチパターンに対応するキャラクタを新た
に表示させない、あるいは、表示させにくくするようにルーレット演出パターンデータが
設定される。
【０１９９】
　また、図１３に示すルーレット演出パターンテーブルにおいては、更に、可変表示演出
の再開回の増加に伴って表示されるキャラクタが所定数ずつ（２つずつ）増加するように
ルーレット演出パターンデータが設定される。
【０２００】
　例えば、図１３に示すルーレット演出パターンテーブルにおいて、擬似連設定回数が「
３」であり、設定リーチパターンが「スーパーリーチＡ」である場合のルーレット演出パ
ターンデータは以下の態様のルーレット演出を示す。すなわち、可変表示演出の１回目の



(38) JP 5856582 B2 2016.2.10

10

20

30

40

50

再開回では、スーパーリーチＢに対応する１つのキャラクタＢとノーマルリーチＣに対応
する１つのキャラクタＣとが画像表示装置５に表示される。更に、可変表示演出の２回目
の再開回では、キャラクタＢ及びキャラクタＣに加えて、大当り信頼度が低下しないよう
に、キャラクタＢ及びキャラクタＣは新たに表示されず、スーパーリーチＳに対応する１
つのキャラクタＳとスーパーリーチＡに対応する１つのキャラクタＡとが新たに画像表示
装置５に表示される。更に、可変表示演出の３回目（最終）の再開回では、キャラクタＳ
、キャラクタＡ、キャラクタＢ及びキャラクタＣに加えて、大当り信頼度の低いリーチパ
ターンに対応するキャラクタが追加されて、大当り信頼度の高いリーチパターンに対応す
るキャラクタが決定されることに関する遊技者の期待度が低下してしまわないように、キ
ャラクタＢ及びキャラクタＣは新たに表示されず、１つのキャラクタＳと１つのキャラク
タＡとが新たに画像表示装置５に表示される。その後、設定リーチパターンであるスーパ
ーリーチＡに対応する１つのキャラクタＡが決定されて画像表示装置５に表示される。
【０２０１】
　この場合、可変表示演出の１回目の再開回における大当り信頼度は、スーパーリーチＢ
の大当り信頼度２０％とノーマルリーチＣの大当り信頼度１０％との平均値の１５％とな
る。また、可変表示演出の２回目の再開回における大当り信頼度は、スーパーリーチＳの
大当り信頼度７０％とスーパーリーチＡの大当り信頼度３０％とスーパーリーチＢの大当
り信頼度２０％とノーマルリーチＣの大当り信頼度１０％との平均値の３２．５％となる
。また、可変表示演出の３回目の再開回における大当り信頼度は、スーパーリーチＳの大
当り信頼度７０％とスーパーリーチＳの大当り信頼度７０％とスーパーリーチＡの大当り
信頼度３０％とスーパーリーチＡの大当り信頼度３０％とスーパーリーチＢの大当り信頼
度２０％とノーマルリーチＣの大当り信頼度１０％との平均値の３８．３％となる。従っ
て、大当り信頼度の遷移条件を満たしている。
【０２０２】
　また、可変表示演出の１回目の再開回では２つのキャラクタが表示され、可変表示演出
の２回目の再開回では４つのキャラクタが表示され、可変表示演出の３回目の再開回では
６つのキャラクタが表示されており、可変表示演出の再開回の増加に伴って表示されるキ
ャラクタが所定数ずつ増加する。
【０２０３】
　また、図１３に示すルーレット演出パターンテーブルにおいては、更に、設定リーチパ
ターンに対応する大当り信頼度が低い場合には、その設定リーチパターンよりも大当り信
頼度の高いリーチパターンに対応するキャラクタが表示されにくくなるように、ルーレッ
ト演出パターンデータが設定される。
【０２０４】
　例えば、図１３に示すルーレット演出パターンテーブルにおいて、擬似連設定回数が「
３」であり、設定リーチパターンが「スーパーリーチＳ」又は「スーパーリーチＡ」であ
る場合のルーレット演出パターンデータと、擬似連設定回数が「３」であり、設定リーチ
パターンが「スーパーリーチＢ」又は「ノーマルリーチＣ」である場合のルーレット演出
パターンデータとを比較すると、可変表示演出の２回目の再開回において、設定リーチパ
ターンが「スーパーリーチＳ」又は「スーパーリーチＡ」である場合には、キャラクタＳ
、キャラクタＡ、キャラクタＢ及びキャラクタＣが表示されるのに対して、設定リーチパ
ターンが「スーパーリーチＢ」又は「ノーマルリーチＣ」である場合には、キャラクタＳ
は表示されず、キャラクタＡ、２つのキャラクタＢ及びキャラクタＣが表示される。従っ
て、リーチパターンが大当り信頼度の低い「スーパーリーチＢ」又は「ノーマルリーチＣ
」である場合には、大当り信頼度の高い「スーパーリーチＳ」に対応するキャラクタＳが
表示されない。
【０２０５】
　図１４に示すルーレット演出パターンテーブルにおいては、上述した大当り信頼度の遷
移条件を満たすために、更に、通常は可変表示演出の再開回の増加に伴って表示されるキ
ャラクタが２つずつ増加するが、可変表示演出の所定の再開回において大当り信頼度の高
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いリーチパターンに対応するキャラクタ（例えばキャラクタＳ）が表示された場合には、
その後の可変表示演出の再開回において表示されるキャラクタが１つずつ増加するように
、ルーレット演出パターンデータが設定される。
【０２０６】
　例えば、図１４に示すルーレット演出パターンテーブルにおいて擬似連設定回数が「３
」であり、設定リーチパターンが「スーパーリーチＳ」である場合のルーレット演出パタ
ーンデータは以下の態様のルーレット演出を示す。すなわち、可変表示演出の１回目の再
開回では、１つのキャラクタＢと１つのキャラクタＣとが画像表示装置５に表示される。
更に、可変表示演出の１回目の再開回では、キャラクタＢとキャラクタＣとに加えて、１
つのキャラクタＳと１つのキャラクタＡとが新たに画像表示装置５に表示される。更に、
可変表示演出の３回目（最終）の再開回では、キャラクタＳ、キャラクタＡ、キャラクタ
Ｂ及びキャラクタＣに加えて、１つのキャラクタＡが新たに画像表示装置５に表示される
。その後、設定リーチパターンであるスーパーリーチＳに対応する１つのキャラクタＳが
決定されて画像表示装置５に表示される。
【０２０７】
　また、図１４に示すルーレット演出パターンテーブルにおいて、擬似連設定回数が「３
」であり、設定リーチパターンが「スーパーリーチＡ」である場合のルーレット演出パタ
ーンデータは以下の態様のルーレット演出を示す。すなわち、可変表示演出の１回目の再
開回では、１つのキャラクタＢと１つのキャラクタＣとが画像表示装置５に表示される。
更に、可変表示演出の２回目の再開回では、キャラクタＢとキャラクタＣとに加えて、２
つのキャラクタＡが新たに画像表示装置５に表示される。更に、可変表示演出の３回目（
最終）の再開回では、２つのキャラクタＡ、キャラクタＢ及びキャラクタＣに加えて、１
つのキャラクタＳと１つのキャラクタＢとが新たに画像表示装置５に表示される。その後
、設定リーチパターンであるスーパーリーチＡに対応する１つのキャラクタＡが決定され
て画像表示装置５に表示される。
【０２０８】
　擬似連設定回数が「３」であり、設定リーチパターンが「スーパーリーチＳ」である場
合のルーレット演出パターンデータと、擬似連設定回数が「３」であり、設定リーチパタ
ーンが「スーパーリーチＡ」である場合のルーレット演出パターンデータとを比較すると
、擬似連設定回数が「３」であり、設定リーチパターンが「スーパーリーチＳ」である場
合のルーレット演出パターンデータでは、可変表示演出の２回目の再開回においてキャラ
クタＳが表示されるため、可変表示演出の３回目の再開回において増加するキャラクタは
１つであるが、擬似連設定回数が「３」であり、設定リーチパターンが「スーパーリーチ
Ａ」である場合のルーレット演出パターンデータでは、可変表示演出の２回目の再開回に
おいてキャラクタＳが表示されないため、可変表示演出の３回目の再開回において増加す
るキャラクタは通常の２つであり、キャラクタの増加数が異なっている。
【０２０９】
　擬似連設定回数が「３」であり、設定リーチパターンが「スーパーリーチＳ」である場
合のルーレット演出パターンデータの場合、可変表示演出の１回目の再開回における大当
り信頼度は、スーパーリーチＢの大当り信頼度２０％とノーマルリーチＣの大当り信頼度
１０％との平均値の１５％となる。また、可変表示演出の２回目の再開回における大当り
信頼度は、スーパーリーチＳの大当り信頼度７０％とスーパーリーチＡの大当り信頼度３
０％とスーパーリーチＢの大当り信頼度２０％とノーマルリーチＣの大当り信頼度１０％
との平均値の３２．５％となる。また、可変表示演出の３回目の再開回における大当り信
頼度は、スーパーリーチＳの大当り信頼度７０％とスーパーリーチＡの大当り信頼度３０
％とスーパーリーチＡの大当り信頼度３０％とスーパーリーチＢの大当り信頼度２０％と
ノーマルリーチＣの大当り信頼度１０％との平均値の３２％となる。可変表示演出の３回
目の再開回における大当り信頼度は、可変表示演出の２回目の再開回における大当り信頼
度よりも低下するが、可変表示演出の３回目の再開回において新たに表示されるキャラク
タは、キャラクタＢやキャラクタＣではなく、キャラクタＡであるため、大当り信頼度の
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低下の度合いが小さくなっており、大当り信頼度の遷移条件を満たす。
【０２１０】
　また、擬似連設定回数が「３」であり、設定リーチパターンが「スーパーリーチＡ」で
ある場合のルーレット演出パターンデータの場合、可変表示演出の１回目の再開回におけ
る大当り信頼度は、スーパーリーチＢの大当り信頼度２０％とノーマルリーチＣの大当り
信頼度１０％との平均値の１５％となる。また、可変表示演出の２回目の再開回における
大当り信頼度は、スーパーリーチＡの大当り信頼度３０％とスーパーリーチＡの大当り信
頼度３０％とスーパーリーチＢの大当り信頼度２０％とノーマルリーチＣの大当り信頼度
１０％との平均値の２２．５％となる。また、可変表示演出の３回目の再開回における大
当り信頼度は、スーパーリーチＳの大当り信頼度７０％とスーパーリーチＡの大当り信頼
度３０％とスーパーリーチＡの大当り信頼度３０％とスーパーリーチＢの大当り信頼度２
０％とスーパーリーチＢの大当り信頼度２０％とノーマルリーチＣの大当り信頼度１０％
との平均値の３０％となる。従って、大当り信頼度の遷移条件を満たす。
【０２１１】
　また、図１４に示すルーレット演出パターンテーブルは、図１３に示すルーレット演出
パターンテーブルと同様、更に、設定リーチパターンに対応する大当り信頼度が低い場合
には、その設定リーチパターンよりも大当り信頼度の高いリーチパターンに対応するキャ
ラクタが表示されにくくなるように、ルーレット演出パターンデータが設定される。
【０２１２】
　図１５に示すルーレット演出パターンテーブルにおいては、上述した大当り信頼度の遷
移条件を満たすために、可変表示演出の再開回の増加に伴って表示されるキャラクタは２
つずつ増加するが、可変表示演出の所定の再開回においてキャラクタを増加させず、所定
のキャラクタを、その所定のキャラクタに対応するリーチパターンよりも大当り信頼度の
高いリーチパターンに対応するキャラクタに変更するように、ルーレット演出パターンデ
ータが設定されている。
【０２１３】
　例えば、図１５に示すルーレット演出パターンテーブルにおいて、擬似連設定回数が「
３」であり、設定リーチパターンが「スーパーリーチＡ」である場合のルーレット演出パ
ターンデータは以下の態様のルーレット演出を示す。すなわち、可変表示演出の１回目の
再開回では、スーパーリーチＢに対応する１つのキャラクタＢとノーマルリーチＣに対応
する１つのキャラクタＣとが画像表示装置５に表示される。更に、可変表示演出の２回目
の再開回では、キャラクタＢとキャラクタＣとに加えて、スーパーリーチＡに対応する２
つのキャラクタＡが新たに画像表示装置５に表示される。更に、可変表示演出の３回目（
最終）の再開回では、キャラクタの数を増加させずに、キャラクタＣがキャラクタＳに変
更されることにより、スーパーリーチＳに対応する１つのキャラクタＳ、スーパーリーチ
Ａに対応する２つのキャラクタＡ、及び、スーパーリーチＢに対応する１つのキャラクタ
Ｂが画像表示装置５に表示される。その後、設定リーチパターンであるスーパーリーチＡ
に対応する１つのキャラクタＡが決定されて画像表示装置５に表示される。
【０２１４】
　この場合、可変表示演出の１回目の再開回における大当り信頼度は、スーパーリーチＢ
の大当り信頼度２０％とノーマルリーチＣの大当り信頼度１０％との平均値の１５％とな
る。また、可変表示演出の２回目の再開回における大当り信頼度は、スーパーリーチＡの
大当り信頼度３０％とスーパーリーチＡの大当り信頼度３０％とスーパーリーチＢの大当
り信頼度２０％とノーマルリーチＣの大当り信頼度１０％との平均値の２２．５％となる
。また、可変表示演出の３回目の再開回における大当り信頼度は、スーパーリーチＳの大
当り信頼度７０％とスーパーリーチＡの大当り信頼度３０％とスーパーリーチＡの大当り
信頼度３０％とスーパーリーチＢの大当り信頼度２０％との平均値の３７．５％となる。
従って、大当り信頼度の遷移条件を満たしている。
【０２１５】
　また、図１５に示すルーレット演出パターンテーブルにおいては、図１３に示すルーレ
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ット演出パターンテーブルと同様、更に、設定リーチパターンに対応する大当り信頼度が
低い場合には、その設定リーチパターンよりも大当り信頼度の高いリーチパターンに対応
するキャラクタが表示されにくくなるようにルーレット演出パターンデータが設定されて
いる。
【０２１６】
　図１６は、図１０に示すステップＳ１７２の可変表示中演出処理内にて実行されるルー
レット演出実行処理の一例を示すフローチャートである。ルーレット演出実行処理におい
て、演出制御用ＣＰＵ１２０は、まず、ＲＡＭ１２２に設けられた演出制御用データ保持
エリアに設定されているルーレット演出中フラグがオンであるか否かを判定する。ルーレ
ット演出中フラグは、ルーレット演出の実行中に、オンとなるフラグである。
【０２１７】
　ルーレット演出中フラグがオンでないとき（ステップＳ８０１；Ｎｏ）、演出制御用Ｃ
ＰＵ１２０は、ＲＡＭ１２２に設けられた演出制御用データ保持エリアに設定されている
ルーレット演出実行決定フラグがオンであるか否かを判定する（ステップＳ８０２）。
【０２１８】
　ルーレット演出実行決定フラグがオンでないときには（ステップＳ８０２；Ｎｏ）、ル
ーレット演出実行処理を終了する。一方、ルーレット演出実行決定フラグがオンであると
き（ステップＳ８０２；Ｙｅｓ）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、演出制御パターンにおけ
る設定などに基づいて、ルーレット演出開始タイミングであるか否かを判定する（ステッ
プＳ８０３）。
【０２１９】
　ルーレット演出の開始タイミングでないときには（ステップＳ８０３；Ｎｏ）、ルーレ
ット演出実行処理を終了する。一方、ルーレット演出の開始タイミングであるときには（
ステップＳ８０３；Ｙｅｓ）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、ＲＡＭ１２２に設けられた演
出制御用データ保持エリアに設定されているルーレット演出実行決定フラグをクリアして
オフ状態にする（ステップＳ８０４）。
【０２２０】
　次に、演出制御用ＣＰＵ１２０は、ルーレット演出の開始設定を行う（ステップＳ８０
５）。この後、演出制御用ＣＰＵ１２０は、ＲＡＭ１２２に設けられた演出制御用データ
保持エリアにおいて、ルーレット演出中フラグをオンに設定する（ステップＳ８０６）。
【０２２１】
　また、ルーレット演出中フラグがオンであるときには（ステップＳ８０１；Ｙｅｓ）、
演出制御用ＣＰＵ１２０は、演出制御パターンにおける設定などに基づいて、ルーレット
演出の終了タイミングであるか否かを判定する（ステップＳ８０７）。
【０２２２】
　ルーレット演出の終了タイミングでないときには（ステップＳ８０７；Ｎｏ）、演出制
御用ＣＰＵ１２０は、ルーレット演出動作の制御を行う（ステップＳ８０８）。ステップ
Ｓ８０８において、例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０は、図１２のステップＳ７７５にお
いて、ＲＡＭ１２２内の演出制御用データ保持エリアに記憶されたルーレット演出パター
ンデータに基づいて、ルーレット演出に対応する演出制御パターンを構成する表示制御デ
ータ、音声制御データ、及び、ランプ制御データのうち、少なくとも表示制御データを生
成することなどを行う。生成されたルーレット演出に対応する表示制御データ、音声制御
データ、及び、ランプ制御データは、例えば、ＲＡＭ１２２に設けられた演出制御用デー
タ保持エリアに記憶される。更に、演出制御用ＣＰＵ１２０は、生成したルーレット演出
に対応する表示制御データが指定する表示制御指令を表示制御部１２３のＶＤＰ等に対し
て伝送させること、ルーレット演出に対応する音声制御データが指定する音番号データに
応じた指令を音声制御基板１３に対して伝送させること、ルーレット演出に対応するラン
プ制御データが指定する信号出力をランプ制御基板１４に対して行うことのうち、少なく
とも、表示制御指令を表示制御部１２３のＶＤＰ等に対して伝送させることを行う。これ
により、画像表示装置５には、ルーレット演出に対応する画像が表示される。
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【０２２３】
　一方、ルーレット演出の終了タイミングであるときには（ステップＳ８０７；Ｙｅｓ）
、演出制御用ＣＰＵ１２０は、ルーレット演出の終了設定を行う（ステップＳ８０９）。
この後、演出制御用ＣＰＵ１２０は、ＲＡＭ１２２に設けられた演出制御用データ保持エ
リアにおいて、ルーレット演出中フラグをクリアしてオフに設定する（ステップＳ８１０
）。更に、演出制御用ＣＰＵ１２０は、設定リーチパターンに応じたリーチ演出動作制御
を行う（ステップＳ８１１）。ステップＳ８１１において、例えば、演出制御用ＣＰＵ１
２０は、変動パターン指定コマンドに示された変動パターンなどに基づいて判別される設
定リーチパターンに基づいて、リーチ演出に対応する演出制御パターンを構成する表示制
御データ、音声制御データ、及び、ランプ制御データなどを生成する。更に、演出制御用
ＣＰＵ１２０は、生成したリーチ演出に対応する表示制御データが指定する表示制御指令
を表示制御部１２３のＶＤＰ等に対して伝送させ、ルーレット演出に対応する音声制御デ
ータが指定する音番号データに応じた指令を音声制御基板１３に対して伝送させるととも
に、リーチ演出に対応するランプ制御データが指定する信号出力をランプ制御基板１４に
対して行う。
【０２２４】
　次に、パチンコ遊技機１において実行されるルーレット演出動作の具体例について説明
する。図１７～図２１は、ルーレット演出における表示動作例である。
【０２２５】
　図１７と図１８の組合せは、図１３に示すルーレット演出パターンテーブルにおける擬
似連設定回数が「２」、設定リーチパターンが「スーパーリーチＳ」に対応するルーレッ
ト演出パターンデータが用いられる場合の例である。図１７（Ａ）に示すように、画像表
示装置５にて飾り図柄の可変表示が開始される。その後、図１７（Ｂ）に示すように、飾
り図柄「１」、「１」、「２」が仮停止表示される。
【０２２６】
　その後、飾り図柄の可変表示を再開し、図１７（Ｃ）に示すように、キャラクタＢ２０
０ＢとキャラクタＣ２００Ｃとが表示される。更に、図１７（Ｄ）に示すように、飾り図
柄「２」、「２」、「３」が仮停止表示される。その後、飾り図柄の可変表示を再開し、
図１７（Ｅ）に示すように、キャラクタＢ２００Ｂ及びキャラクタＣ２００Ｃに加えて、
新たにキャラクタＳ２００ＳとキャラクタＡ２００Ａとが表示される。更に、図１８（Ａ
）に示すように、設定リーチパターンに対応するキャラクタを決定する前段階の表示が行
われ、図１８（Ｂ）に示すように、設定リーチパターンであるスーパーリーチＳに対応す
るキャラクタＳ２００Ｓが決定されたことを示す表示が行われる。更に、図１８（Ｃ）に
示すように、決定されたキャラクタＳ２００Ｓが拡大表示される。
【０２２７】
　図１７と図１９の組合せは、図１４に示すルーレット演出パターンテーブルにおける擬
似連設定回数が「３」、設定リーチパターンが「スーパーリーチＳ」に対応するルーレッ
ト演出パターンデータが用いられる場合の例である。図１７（Ａ）～図１７（Ｅ）の表示
は、上述と同様であるので、その説明は省略する。
【０２２８】
　図１７（Ｅ）に示すように、キャラクタＢ２００Ｂ及びキャラクタＣ２００Ｃに加えて
、新たにキャラクタＳ２００ＳとキャラクタＡ２００Ａとが表示された後、更に、図１９
（Ａ）に示すように、飾り図柄「３」、「３」、「４」が仮停止表示される。
【０２２９】
　その後、飾り図柄の可変表示を再開し、図１９（Ｂ）に示すように、キャラクタＳ２０
０Ｓ、キャラクタＡ２００Ａ、キャラクタＢ２００Ｂ及びキャラクタＣ２００Ｃに加えて
、新たにキャラクタＡ２００Ａが表示される。更に、図１９（Ｃ）に示すように、設定リ
ーチパターンに対応するキャラクタを決定する前段階の表示が行われ、図１９（Ｄ）に示
すように、設定リーチパターンであるスーパーリーチＳに対応するキャラクタＳ２００Ｓ
が決定されたことを示す表示が行われる。更に、図１９（Ｅ）に示すように、決定された
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キャラクタＳ２００Ｓが拡大表示される。
【０２３０】
　図１７と図２０の組合せは、図１５に示すルーレット演出パターンテーブルにおける擬
似連設定回数が「３」、設定リーチパターンが「スーパーリーチＳ」に対応するルーレッ
ト演出パターンデータが用いられる場合の例である。図１７（Ａ）～図１７（Ｅ）の表示
は、上述と同様であるので、その説明は省略する。
【０２３１】
　図１７（Ｅ）に示すように、キャラクタＢ２００Ｂ及びキャラクタＣ２００Ｃに加えて
、新たにキャラクタＳ２００ＳとキャラクタＡ２００Ａとが表示された後、更に、図２０
（Ａ）に示すように、飾り図柄「３」、「３」、「４」が仮停止表示される。
【０２３２】
　その後、飾り図柄の可変表示を再開し、図２０（Ｂ）に示すように、それまで表示され
ていたキャラクタＡ２００ＡとキャラクタＣ２００Ｃとがキャラクタ２００Ｓとキャラク
タ２００Ｂとに変更される。更に、図２０（Ｃ）に示すように、設定リーチパターンに対
応するキャラクタを決定する前段階の表示が行われ、図２０（Ｄ）に示すように、設定リ
ーチパターンであるスーパーリーチＳに対応するキャラクタＳ２００Ｓが決定されたこと
を示す表示が行われる。更に、図２０（Ｅ）に示すように、決定されたキャラクタＳ２０
０Ｓが拡大表示される。
【０２３３】
　図２１は、擬似連設定回数が「３」、設定リーチパターンが「スーパーリーチＳ」に対
応するルーレット演出パターンデータが用いられる場合の例である。図２１（Ａ）に示す
ように、画像表示装置５にて飾り図柄の可変表示が開始される。その後、図２１（Ｂ）に
示すように、飾り図柄「１」、「１」、「２」が仮停止表示される。その後、飾り図柄の
可変表示を再開し、図２１（Ｃ）に示すように、キャラクタＡ２００ＡとキャラクタＣ２
００Ｃとが表示される。更に、図２１（Ｄ）に示すように、飾り図柄「２」、「２」、「
３」が仮停止表示される。
【０２３４】
　その後、飾り図柄の可変表示を再開し、図２１（Ｅ）に示すように、キャラクタＡ２０
０Ａ及びキャラクタＣ２００Ｃに加えて、新たにキャラクタＳ２００ＳとキャラクタＢ２
００Ｂとが表示される。更に、図２１（Ｆ）に示すように、飾り図柄「３」、「３」、「
４」が仮停止表示される。
【０２３５】
　その後、飾り図柄の可変表示を再開し、図２１（Ｇ）に示すように、キャラクタＳ２０
０Ｓ、キャラクタＡ２００Ａ、キャラクタＢ２００Ｂ及びキャラクタＣ２００Ｃに加えて
、新たにキャラクタＳ２００ＳとキャラクタＢ２００Ｂとが表示される。更に、図２１（
Ｈ）に示すように、リーチパターンに対応するキャラクタを決定する前段階の表示が行わ
れ、図２１（Ｉ）に示すように、設定リーチパターンであるスーパーリーチＳに対応する
キャラクタＳ２００Ｓが決定されたことを示す表示が行われる。更に、図２１（Ｊ）に示
すように、決定されたキャラクタＳ２００Ｓが拡大表示される。
【０２３６】
　以上説明したように、この実施の形態に係るパチンコ遊技機１において、ＣＰＵ１０３
は、大当り遊技状態とするか否かを決定し、その決定結果に基づいて、複数のリーチ演出
のうち、何れかのリーチ演出を行うかを決定する。演出制御用ＣＰＵ１２０は、決定され
たリーチ演出を示すリーチパターンと擬似連設定回数とに基づいて、可変表示演出の各再
開回において表示されるキャラクタと、可変表示演出の最終の再開回において決定される
１つのキャラクタとを指定するルーレット演出パターンデータを取得し、そのルーレット
演出パターンデータに基づいてルーレット演出を実行する。このため、遊技者は、どのよ
うなリーチ演出が実行されるか、更には、大当りの期待度がどの程度であるかを知るため
に、表示されるキャラクタに注目するようになり、興趣が向上する。
【０２３７】
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　また、ルーレット演出パターンデータは、可変表示演出の所定の再開回において所定の
キャラクタが表示された場合には、その後の可変表示演出の再開回において、その所定の
キャラクタに対応するリーチパターンよりも大当り信頼度が低いリーチパターンに対応す
るキャラクタを新たに表示させない、あるいは、表示させにくくするように設定される。
このため、可変表示演出の所定の再開回における大当り信頼度よりも、その後の可変表示
演出の再開回における大当り信頼度が低下しない、あるいは、低下の度合いが小さくなり
、可変表示演出が進行するに従って、興趣が低下してしまうことを防止することができる
。
【０２３８】
　また、ルーレット演出パターンデータは、可変表示演出の再開回の増加に伴って表示さ
れるキャラクタの数が増加するように設定される。このため、遊技者が、どのようなリー
チ演出が実行されるか、更には、大当りの期待度がどの程度であるかを知るために着目す
るキャラクタの数が順次増加することになり、興趣が向上する。
【０２３９】
　また、ルーレット演出パターンデータは、可変表示演出の所定の再開回においてスーパ
ーリーチＳに対応するキャラクタＳが表示された場合には、その後の可変表示演出の再開
回において新たに表示されるキャラクタの数がそれまでよりも減るように設定される。こ
のため、大当り信頼度が低いリーチパターンに対応するキャラクタが増加しにくくなり、
大当り信頼度が高いリーチパターンに対応するリーチ演出が実行されるという期待感が低
下することが防止される。
【０２４０】
　また、ルーレット演出パターンデータは、可変表示演出の所定の再開回においてキャラ
クタを増加させず、所定のキャラクタを、その所定のキャラクタに対応するリーチパター
ンよりも高い大当り信頼度のリーチパターンに対応するキャラクタに変更するように設定
される。このため、大当り信頼度が低いリーチパターンに対応するキャラクタが増加しに
くくなり、大当り信頼度が高いリーチパターンに対応するリーチ演出が実行されるという
期待感が低下することが防止される。また、表示されるキャラクタが変更されることによ
り、興趣が向上する。
【０２４１】
　また、ルーレット演出パターンデータは、設定リーチパターンに対応する大当り信頼度
が低い場合には、大当り信頼度の高いリーチパターンに対応するキャラクタが表示されに
くくなるように設定される。このため、遊技者が高い大当り信頼度を過剰に期待してしま
い、その後に大当り信頼度が低いリーチパターンでのリーチ演出が実行されて興趣が低下
することが防止される。
【０２４２】
　また、設定リーチパターンに対応するキャラクタが決定表示される前に、ルーレット演
出パターンデータによって表示するキャラクタの数と組み合わせとが決定されるため、リ
ーチ演出の選択肢が提示されることによる遊技者の注目を集め、興趣を向上させることが
できる。
【０２４３】
　なお、この発明は、上記実施の形態に限定されるものではなく、様々な変更及び応用が
可能である。
【０２４４】
　上記実施の形態では、図１３～図１５に示すルーレット演出パターンテーブルによって
特定されるルーレット演出パターンデータが取得され、そのルーレット演出パターンデー
タに基づくルーレット演出が実行された。しかし、ルーレット演出パターンデータは、こ
れらに限定されず、可変表示演出の所定の再開回における大当り信頼度よりも、その後の
可変表示演出の再開回における大当り信頼度が低下しない、あるいは、低下の度合いが小
さくなるという大当り信頼度の遷移条件を満たすルーレット演出パターンデータであれば
よい。
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【０２４５】
　上記実施の形態では、飾り図柄が仮停止表示され、更に、飾り図柄の可変表示が再開さ
れた後に、リーチパターンに対応するキャラクタが表示されるようにした。しかし、表示
順序はこれに限定されない。例えば、飾り図柄が仮停止表示され、その後に、リーチパタ
ーンに対応するキャラクタが表示され、更に、飾り図柄の可変表示が再開されるような表
示順序の場合にも、同様に本発明を適用することができる。
【０２４６】
　上記実施の形態では、図１３～図１５に示すルーレット演出パターンテーブルを用いる
ことにより、擬似連設定回数と設定リーチパターンに対応する１つのルーレット演出パタ
ーンデータが選択された。しかし、擬似連設定回数と設定リーチパターンに対応する複数
のルーレット演出パターンデータを用意しておき、何らかのパラメータ（例えば乱数値）
に応じて、複数のルーレット演出パターンデータの中から１つのルーレット演出パターン
データが選択されるようにしてもよい。また、上記実施の形態では、リーチパターンに対
応するキャラクタのみが表示されたが、リーチパターンに対応するキャラクタとともに、
「ハズレ」の演出パターンに対応するキャラクタが表示され、可変表示結果が「ハズレ」
となる場合に、その「ハズレ」の演出パターンに対応するキャラクタが決定されるような
場合にも、同様に本発明を適用することができる。
【０２４７】
　上記実施の形態では、擬似連設定回数及び設定リーチパターンによって定まる変動パタ
ーンの種別と、ルーレット演出の実行の有無とに関連性はないが、関連性を持たせて、変
動パターンの種別に応じてルーレット演出の実行確率が異なるようにしてもよい。例えば
、擬似連設定回数が多いほどルーレット演出の実行確率が上昇するようにしてもよいし、
可変表示結果が「ハズレ」の場合は、ルーレット演出の実行確率を低くし、更には、設定
リーチパターンの大当り信頼度が高いほどルーレット演出の実行確率が上昇するようにし
てもよい。
【０２４８】
　上記実施の形態では、「擬似連」の可変表示演出の場合について説明したが、複数段階
に区分される演出、例えば、先読みの連続予告やステップアップ予告が実行される場合に
おいてリーチパターンに対応するキャラクタを表示する場合にも、同様に本発明を適用す
ることができる。
【０２４９】
　先読みの連続予告とは、特図ゲームに対応した可変表示の保留が発生した場合における
保留数に応じた保留データが、当該保留データに基づく特図ゲームが開始される以前に読
み出され、複数の保留データに基づいて実行される連続した複数回の演出を意味する。こ
のような複数回の演出が行われる場合に、所定の実行回における大当り信頼度よりも、そ
の後の実行回における大当り信頼度が低下しない、あるいは、低下の度合いが小さくなる
という大当り信頼度の遷移条件を満たすルーレット演出パターンデータが設定される。
【０２５０】
　また、ステップアップ予告とは、演出態様が複数段階に変化するような演出を意味する
。このような複数段階の演出が行われる場合に、所定の段階における大当り信頼度よりも
、その後の段階における大当り信頼度が低下しない、あるいは、低下の度合いが小さくな
るという大当り信頼度の遷移条件を満たすルーレット演出パターンデータが設定される。
【０２５１】
　また、上記実施の形態では、リーチパターンに応じて大当り信頼度が異なる場合につい
て説明したが、大当り信頼度が異なる様々な演出パターンに応じた演出が順次行われる場
合にも、同様に本発明を適用できる。例えば、ステップアップ予告において、大当り信頼
度が０である「ハズレ」に対応する演出パターンと、大当り信頼度が低い「リーチ確定」
に対応する演出パターンと、大当り信頼度が高い「スーパーリーチ」に対応する演出パタ
ーンとが存在し、演出の１回目に「ハズレ」の演出、２回目に「リーチ確定」の演出、３
回目以上に「スーパーリーチ」の演出を行うような場合にも、本発明を適用することがで
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きる。
【０２５２】
　上記実施の形態では、大当り信頼度に応じたリーチパターンが設定されることを鑑み、
リーチパターンに対応したキャラクタが表示されるようにしたが、遊技者に何らかの期待
を生じさせる演出において、その期待度に応じた表示が行われる場合、例えば、大当りの
期待度を示す可動物の種類に対応したキャラクタが駆動する場合、大当りの期待度を示す
映像に対応したキャラクタが表示される場合、可変表示演出において割込表示されるキャ
ラクタが表示される場合にも、同様に本発明を適用することができる。
【０２５３】
　上記実施の形態では、演出制御基板１２に搭載された演出制御用ＣＰＵ１２０が、各種
演出動作の制御内容を決定するものとして説明した。しかしながら、この発明はこれに限
定されず、例えば演出動作を制御するために設けられた複数の制御基板にそれぞれ搭載さ
れた複数のＣＰＵなどにより、各種演出動作の制御内容を分担して決定するようにしても
よい。
【０２５４】
　例えば、主基板１１の遊技制御用マイクロコンピュータ１００内のＣＰＵ１０３が、ル
ーレット演出を実行するか否かを決定し、ルーレット演出を実行する場合には、その旨の
コマンドを演出制御基板１２に向けて伝送し、演出制御基板１２内の演出制御用ＣＰＵ１
２０は、当該コマンドの受信に応じて、ルーレット演出を実行するようにしてもよい。
【０２５５】
　上記実施の形態では、第１始動入賞口を通過（進入）した遊技球の検出に基づいて第１
特図を用いた特図ゲームが実行され、第２始動入賞口を通過（進入）した遊技球の検出に
基づいて第２特図を用いた特図ゲームが実行されるものとして説明した。しかしながら、
この発明はこれに限定されず、第１始動入賞口と第２始動入賞口のいずれを遊技球が通過
（進入）したかにかかわらず共通の特別図柄を用いた特図ゲームが実行されるものであっ
てもよい。
【０２５６】
　その他にも、パチンコ遊技機１の装置構成、データ構成、フローチャートで示した処理
、画像表示装置５の表示領域における演出画像の表示動作を含めた各種の演出動作などは
、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、任意に変更及び修正が可能である。加えて、本発明
の遊技機は、入賞球の検出に応答して所定数の賞球を払い出す払出式遊技機に限定される
ものではなく、遊技球を封入し入賞球の検出に応答して得点を付与する封入式遊技機にも
適用することができる。
【０２５７】
　本発明を実現するためのプログラム及びデータは、パチンコ遊技機１に含まれるコンピ
ュータ装置などに対して、着脱自在の記録媒体により配布・提供される形態に限定される
ものではなく、予めコンピュータ装置などの有する記憶装置にプリインストールしておく
ことで配布される形態を採っても構わない。さらに、本発明を実現するためのプログラム
及びデータは、通信処理部を設けておくことにより、通信回線等を介して接続されたネッ
トワーク上の、他の機器からダウンロードすることによって配布する形態を採っても構わ
ない。
【０２５８】
　そして、ゲームの実行形態も、着脱自在の記録媒体を装着することにより実行するもの
だけではなく、通信回線等を介してダウンロードしたプログラム及びデータを、内部メモ
リ等に一旦格納することにより実行可能とする形態、通信回線等を介して接続されたネッ
トワーク上における、他の機器側のハードウェア資源を用いて直接実行する形態としても
よい。さらには、他のコンピュータ装置等とネットワークを介してデータの交換を行うこ
とによりゲームを実行するような形態とすることもできる。
【符号の説明】
【０２５９】
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　　１　…　パチンコ遊技機
　　２　…　遊技盤
　　３　…　遊技機用枠
４Ａ、４Ｂ　…　特別図柄表示装置
　　５　…　画像表示装置
　６Ａ　…　普通入賞球装置
　６Ｂ　…　普通可変入賞球装置
　　７　…　特別可変入賞球装置
８Ｌ、８Ｒ　…　スピーカ
　　９　…　遊技効果ランプ
　１１　…　主基板
　１２　…　演出制御基板
　１３　…　音声制御基板
　１４　…　ランプ制御基板
　１５　…　中継基板
　２０　…　普通図柄表示器
　２１　…　ゲートスイッチ
２２Ａ、２２Ｂ　…　始動口スイッチ
　２３　…　カウントスイッチ
３１Ａ　…　スティックコントローラ
３１Ｂ　…　プッシュボタン
１００　…　遊技制御用マイクロコンピュータ
１０１、１２１　…　ＲＯＭ
１０２、１２２　…　ＲＡＭ
１０３　…　ＣＰＵ
１０４、１２４　…　乱数回路
１０５、１２５　…　Ｉ／Ｏ
１２０　…　演出制御用ＣＰＵ
１２３　…　表示制御部
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